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第１４回西和賀町議会定例会 

 

令和７年３月１０日（月） 

 

 

午前１０時００分 開   議 

議長  出席議員数は全員であります。会議は成

立をしております。 

  これから本日の会議を開きます。 

  議事日程は配付のとおりであります。 

  内記町長並びに柿崎教育長より説明員として

出席する旨の届出のあった者の職氏名について

は、着席のとおりでありますので、呼称は省略

しますが、これを受理しました。 

  それでは、直ちに日程に従って議事を進めま

す。 

  日程第１、一般質問を行います。 

  一般質問は、２日目ですが、念のため申し上

げます。質問者の質問時間は30分と制限があり

ます。制限時間５分前には１鈴、制限時間には

２鈴を鳴らしますので、時間を厳守して質問し

てください。また、質問者及び答弁者は、それ

ぞれ簡潔明瞭にまとめてお願いいたします。な

お、質問者におかれましては、通告外の質問は

できませんので、併せてお願いします。 

  登壇順は、開会に先立ち抽せんを行い決定し

ており、その順序に従い質問を許します。 

  初めに、登壇順４番、普本歌織君の質問を許

します。 

  普本歌織君。 

３番  議席番号３番、普本歌織です。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

  冒頭、このたびの大船渡市の大規模森林火災

に際し、被害に遭われた方々に心よりお見舞い

申し上げるとともに、一日も早く元の生活に戻

ることができるよう願ってやみません。ここ西

和賀から、できる支援を考えていきたいと思っ

ているところであります。 

  では、質問に入ります。まず、保育所、保育

園のあり方についてです。令和６年に行われた

住民説明会、保護者説明会で示されたスケジュ

ール案では、令和７年度は湯田地区の保育園で

新保育園の建設設計を進めることとなっていま

す。このスケジュール案から変更なく進められ

ているということでよろしいでしょうか。湯田

地区保育園の建設設計についての進捗状況をに

しわが愛児会との連携をどのように取っている

かも含めてお知らせください。 

議長  内記町長。 

町長  おはようございます。本日の会議、よろ

しくお願いいたします。 

  ただいまの質問につきましては、担当課長か

ら答弁します。 

議長  学務課長。 

学務課長 おはようございます。私から現時点で

の湯田地区の保育園建設の進捗状況についてお

答えいたします。 

  昨年の地域説明会、保護者説明会、保育士等

への説明会により、大まかなスケジュールは知

っていただけたものと捉えております。現時点

で、保育所、学校の両あり方検討委員会報告を

尊重するとする町の考えをお示ししたところで

すが、現在は町の最終的な考え方をまとめてい

る段階にあります。 

  報告を尊重する現時点の町の考え方を踏まえ、

私立保育園では令和７年度は建設に向けた設計

に着手する予定としており、時間的な事情もあ

ることから、運営する社会福祉法人にしわが愛

児会とは話合いの場を持っております。にしわ

が愛児会では、理事でもある川尻保育園の園長

先生に統合に関しての窓口になっていただいて
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おり、今後の進め方についても園長先生と話合

いをしているところです。 

  また、早期に決めなければならない事項とし

て建設場所をどこにするかですが、こちらも園

長先生との打合せを経て、愛児会の理事会でも

話し合っていただき、継続して検討しておりま

す。 

  次年度は、建設に向けて動き出すことから、

引き続き綿密に連携を取りながら進めてまいり

たいと考えております。 

議長  普本歌織君。 

３番  にしわが愛児会には、建学の精神ですと

か保育の方針があると思います。そういった法

人の方針を最大限尊重して進めるということで

よろしいですか。 

議長  学務課長。 

学務課長 愛児会さんのほうと、そういった部分

を踏まえながら検討を進めてまいりたいと思い

ます。 

議長  普本歌織君。 

３番  湯田地区の保育園、沢内地区の保育所と

もに令和８年度からの統合体制を検討するとい

うことになっていますが、こちらの進捗状況は

いかがでしょうか。 

議長  学務課長。 

学務課長 統合体制の検討状況についてお答えい

たします。 

  湯田地区、沢内地区の保育施設は、共に令和

８年度から統合し、１か所で運営する方向で検

討しております。統合となれば、保育体制や保

育サービスのあり方、送迎面など様々検討する

必要があります。現時点では、具体に動いてい

るところはありませんが、町立と私立それぞれ

保育士と教育委員会とで一緒に協議する場を設

け、定期的に開催して検討していくことを確認

しております。 

議長  普本歌織君。 

３番  それでは、沢内地区の保育所については

整備場所がまだ決まっておらず、検討が必要で

あると思いますが、どのように進める予定かお

知らせください。 

議長  学務課長。 

学務課長 沢内地区保育所の整備場所の検討につ

いてお答えいたします。 

  保育所あり方検討委員会報告書では、町立保

育所は沢内地域の中央部、もしくは沢内小、中

学校の近くに整備するとされていることから、

学校の場所を決める際に保育所の整備場所も併

せて検討するものと考えます。 

  教育委員会では、次年度の早いうちに学校の

建設場所を決める検討委員会を立ち上げる予定

としており、そちらの検討状況を踏まえながら

保育所の整備場所を決めていきたいと考えてお

ります。 

議長  普本歌織君。 

３番  学校と同一エリアにという計画、今まで

も答弁があったとおりだと思うのですが、同時

に保育所としての環境を考えることも非常に重

要だと思っています。沢内エリアの保育所は、

どの園も子供たちが一歩外に出れば林や木々が

あり、自分たちで野菜などを育てる畑があった

りという、そういった環境で幼児期を過ごすこ

とができるようにということを配慮してきたと

思います。これは、たまたまそうなっていると

いうことではなく、保育に関わる方たちが大切

に守ってきたものです。小中一貫校の片隅に、

言い方は悪いですが、取ってつけたように造ら

れた園舎では、このような今まで大切にしてき

た保育の方針を守ることはできないと思います。

整備場所についても先生方とよく話し合うとい

う方向でよろしいですか。 

議長  学務課長。 

学務課長 ご指摘のとおり、子育て環境面につい

ては大切にしていきたいと考えておりますので、

保育所の方々、そういった部分と意見交換をし

ながら進めてまいりたいと考えているところで

す。 

議長  普本歌織君。 
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３番  ぜひそのように進めていただきたいと思

っています。 

  では次に、小中学校のあり方について伺いま

す。同スケジュール案では、令和７年度は沢内

地区の小中学校の整備場所の検討をする、今の

答弁にもありましたが、そういった検討と決定

をするということになっていると思います。進

捗状況をお知らせください。 

議長  学務課長。 

学務課長 沢内地区の小中学校の整備場所に関す

る進捗状況についてお答えいたします。 

  整備場所の検討については、新年度の早い段

階で、見込みとしては学校関係者や保護者、地

域、子育て世代等の代表者で組織する建設検討

委員会を開催し、協議を進めていきたいと考え

ており、今議会の来年度予算に委員謝金を計上

させていただいております。 

  現在は、来年度の検討委員会の開催に向けて

の内部検討を行っている状況にあります。 

議長  普本歌織君。 

３番  今様々なところから代表として委員さん

をお願いするという答弁だったと思うのですが、

整備場所を決定するに当たっての町民の意見を

どのように反映させる予定かということをお知

らせください。 

議長  学務課長。 

学務課長 整備場所を決定するに当たっての町民

の意見反映についてお答えいたします。 

  先ほどお答えいたしました検討委員会からの

答申を受けた後、沢内地区での説明会を開催し、

町民の皆さんからご意見をお聞きする場を設け

ることになると考えております。答申内容の周

知や、どのような形で町民の意見をお聞きして

いくかについても検討委員会の皆さんからお聞

きしながら進めてまいりたいと考えているとこ

ろです。 

議長  普本歌織君。 

３番  これからということではあると思います

が、地域の皆さんも学校を大事に考えていらっ

しゃると思いますので、十分意見を聞いて、進

めていける方策を具体化していただくようお願

いしたいと思います。 

  新校舎の建設が予定されている沢内地区では、

旧第一小学校と旧貝沢小学校が使用されずに、

解体もされずに残っている状態であります。こ

のことについて、令和６年９月議会、北村議員

の一般質問への答弁では、この２つの校舎は解

体するという方針が示されました。新校舎の建

設とともに、使用しない学校については解体を

進めるべきと考えますが、その後の検討はいか

がでしょうか。 

議長  学務課長。 

学務課長 空き校舎解体の検討状況についてお答

えいたします。 

  昨年９月の北村議員さんの一般質問で、旧貝

沢小学校、旧沢内第一小学校の解体の方向性に

ついて、教育委員会としては現存施設を改修し

ての活用は現実的ではないと判断しており、解

体を見込んでいるとお答えしたところです。 

  その後、役場内で同様の未利用施設を管理し

ている担当課並びに財政を所管する企画財政課

による施設の現状確認と今後の方向性について

協議を行いました。その結果、施設所管課とし

ては施設の活用が見込まれないこと、施設の老

朽化等から解体したい意向はあるものの、いず

れの施設を解体するにも億単位の費用がかかる

見込みから、現在の財政状況では困難であると

の共通認識になりました。 

  このことから、学務課としても早期に解体し

たいところではありますが、当面は難しいもの

と考えているところです。 

議長  普本歌織君。 

３番  財政的なこともあり、難しいとは思うの

ですが、心配なさっている町民の方もたくさん

おられることと思いますので、引き続きの検討

を求めます。 

  次に、小中一貫校の教育内容について伺いま

す。同スケジュール案では、令和７年度は湯田、
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沢内とも小学校と中学校の連携体制を検討する

ことになっています。連携体制検討の進捗状況

をお知らせください。 

議長  学務課長。 

学務課長 小中連携体制の進捗状況についてお答

えいたします。 

  スケジュール案のとおり、来年度からは学校

と連携し、実際の学校現場の視点等を踏まえて

の小中連携体制について検討していくことを予

定しております。 

  現時点としては、他自治体の小中連携校の視

察等を行いながら、次年度に向けての内部検討

を行っている段階にあります。 

議長  普本歌織君。 

３番  小中一貫校への移行や教育内容などにつ

いて保護者アンケートが行われたと思いますが、

どのような声があったかについてお知らせくだ

さい。 

議長  学務課長。 

学務課長 保護者アンケートでの小中一貫教育へ

の意見などについてお答えいたします。 

  保育所、小中学校の保護者が重なっている方

もありますので、現在回収率等は整理を行って

いる段階ですので、おおむねの割合でお答えさ

せていただきます。小中一貫教育に賛成が７割、

反対が１割、その他２割でした。 

  賛成の方の意見としては、「ほかの事例を見て

いると、９年を通して学び、英語など教科担当

制を小学校のうちにつけられるなどよい取組だ

と思うから」、「児童生徒が少なくなっているが、

一貫校にすることで縦の交流を増やすことがで

きると思う」、「様々な年代で交流したり学ぶこ

とは、子供たちの成長にプラスになると思う」、

「運動会、文化祭などの行事も小中一緒になる

ことで、地域のたくさんの方に参加していただ

けると思う」、「保護者の役員負担の軽減が見込

まれる」、「中１ギャップが緩和され、小学校時

で定着し切れなかった学習を補える可能性があ

ることに魅力を感じる」、「急激な環境の変化が

なく、小中双方の子供たちによい影響を与える

と思うから」、「魅力ある教育を創造し、他地域

からも西和賀町で学びたいという児童生徒、生

活したいという保護者も見込まれる可能性があ

るから」などが挙げられます。 

  反対の方の意見としては、「９年間同じ環境、

クラスメートも同じということへの不安がある」、

「町に小中２校ずつあるのだから、小学校１校、

中学校１校にしたほうがよいと思う」などが挙

げられますが、小中一貫教育制度に反対の考え

というよりは、小学校、中学校同士の統合のほ

うが望ましい意見が多いと捉えております。 

  その他の方の意見としては、小中一貫教育が

よく分からないという内容のものでした。 

  以上がアンケートでの主な意見でありました。 

議長  普本歌織君。 

３番  このアンケートの結果を保護者や町民に

知らせることは考えているでしょうか。 

議長  学務課長。 

学務課長 アンケート結果の周知についてお答え

いたします。 

  アンケート結果については、ホームページで

の掲載を予定しております。また、この後最終

的な町の考えを広報でお知らせいたしますが、

その中で概要はお知らせしたいと考えていると

ころです。 

議長  普本歌織君。 

３番  保護者の皆さんもアンケートに答えたか

らにはどのような結果だったかということを気

にされていると思いますので、そこの周知は十

分にと思うところです。 

  小中一貫校としての機能を十分発揮するため

には、小中の教育を常に見渡し、それぞれの発

達段階に必要な教育の連携を進める、そういっ

た役割の人が必要なのではないかと考えますが、

そういったところではどういった体制を考えて

いるでしょうか。 

議長  教育長。 

教育長 おはようございます。本日もよろしくお
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願いいたします。小中連携の体制についてお答

えしたいと思います。 

  体制については、教育委員会と小中学校が連

携し、来年度から一貫教育を行うための課題や、

それから目指すべき姿を整理しながら協議を行

っていきたいと考えているところです。 

  議員の質問のとおり、小中学校において９年

間が連続した発展的な学びができるように、常

に学習の進捗状況を把握し、改善する体制は必

要です。沢内地区においては、令和10年度の開

校を目指していますが、現在既に小中学校の校

長、副校長及び教務主任の組織体制をもって、

教科でありますが、総合的な学習の時間の９年

間の学びを構築するための検討を今現在進めて

いるところです。このように開校前であっても

学校の課題解決に取り組める体制をもって連携

を深めていきたいなと考えているところです。 

  また、建設においても小中の先生方が連携し

やすいように一体化した職員室を設置するなど、

ハード面についても検討し、校務分掌ごとに打

ち合わせることができる体制づくりについて考

えていきたいと思っております。 

  以上であります。 

議長  普本歌織君。 

３番  教育委員会の中にその担当の方がいて、

小中と連携を取りながらという、そういうイメ

ージでいいですか。 

議長  教育長。 

教育長 教育内容に関わっては、指導主事及び私

が対応することになるかと思っておりますし、

その他いろんな面については現在いる委員のメ

ンバーを活用しまして課題を解決していきたい

なと思っているところです。 

議長  普本歌織君。 

３番  では、次の質問に行きます。おでかけバ

スのＡＩオンデマンド化についてです。町内を

運行している沢内おでかけ、湯田おでかけの各

路線、午前２便目と午後の１便目についてＡＩ

オンデマンド化する旨、２月３日の全戸配布で

周知され、詳細が２月17日の全戸配布で周知さ

れ、そして３月３日から運行が開始されている

と承知しています。こちらの導入の経緯につい

て伺います。 

議長  企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  ＡＩオンデマンド交通は、従来の定時定路線

型の路線バスではなく、利用者の予約に応じて

ＡＩにより最適な経路と時刻を設定し、バスの

配車を予約状況に合わせて行う乗合輸送サービ

スでございます。 

  先週行われました刈田敏議員の一般質問の際

にも申し上げ、繰り返しになりますが、今回全

てのバスがこのＡＩオンデマンドに切り替わっ

たわけではございません。県道１号路線とおで

かけバスの午前の最初の便は、今までどおり予

約なしでご利用いただくことができます。３月

３日からＡＩオンデマンドに切り替わったのは、

湯田と沢内のおでかけバスの午前の２便目と午

後の便のみであります。繰り返しますが、県道

１号路線とおでかけバスの午前の最初の便は、

今までどおり予約なしでご利用いただくことが

できます。 

  さて、導入の経緯につきましては、西和賀町

地域公共交通計画策定時に使用したアンケート

結果において、お出かけに不便を感じる理由と

してバスの時刻が合わないが一番多い回答とな

っており、課題として利用者のニーズに合わせ

た公共交通サービスの提供が挙げられたことか

ら、同計画ではＩＣＴ技術の活用により利用者

が乗りたいときに乗ることができる環境構築を

目指すこととしております。 

  また、同計画に基づき西和賀町地域公共交通

活性化協議会において協議した結果、ＡＩオン

デマンド交通を導入することで利用者のニーズ

に合わせた運行体制を構築し、利便性の向上を

図ることで、現在の運行方法では拾えていない

利用者の掘り起こしを行い、利用者の増加につ

なげていくことになったものでございます。 
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議長  普本歌織君。 

３番  ＡＩオンデマンドバスについては、６月

議会の一般会計補正予算の審議で予算を可決し

たわけですが、このときの唐仁原議員の質問へ

の答弁では１月から３月に実証運行をするとい

うことでありましたが、実証運行は行われたか

について伺います。 

議長  企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  令和６年６月議会、一般会計補正予算審議に

おいて答弁申し上げた実証運行の実施について

でありますが、ＡＩオンデマンド交通を導入す

る湯田、沢内おでかけバスの路線につきまして

は、西和賀町地域公共交通計画に確保、維持が

必要な路線として位置づけることで、国庫補助

の対象路線として認定を受けており、運行に向

けて手続の調整を進める中で、実証運行とした

場合には補助対象路線から外れることが判明し

たことから、実証運行ではなく、ＡＩオンデマ

ンド交通の一部導入ということで整理をしてご

ざいます。 

  おでかけバスの午前２便目と午後の便の時間

帯でＡＩオンデマンド交通の運用を開始したと

ころですが、予約に対してうまくバスが配車さ

れるか随時情報収集しながら分析を行い、適切

な運行となるようＡＩシステムの補正を行って

いく予定です。 

  令和７年度以降の利用状況を見ながら、おで

かけバス午前１便目の定時定路線運行やＡＩオ

ンデマンド交通の湯田エリアの曜日別運行のほ

か、運行車両の定員数の見直しなどを検討して

いきたいと考えております。また、ＡＩオンデ

マンド交通より以前のような定時定路線のほう

が利用しやすいということであれば、ＡＩオン

デマンドを一旦休止するという選択肢もあり得

るものと認識をしているところでございます。 

議長  普本歌織君。 

３番  今の運行は実証運行ではないが、改善を

加えながら検討していくということでよろしい

ですか。 

議長  企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  ただいまの議員のお尋ねのとおりでございま

す。 

議長  普本歌織君。 

３番  午前の２便目、午後１便目がＡＩオンデ

マンド化するということで、定時路線は事実上

の廃止であると考えます。周知から運行の開始

の期間が１か月では短過ぎたのではないかと考

えております。１月から３月の期間をかけ、実

証運行しながら周知を進めると取れる答弁であ

ったからこそ、議会としても了承したという経

緯があります。このことについての認識を伺い

ます。 

議長  企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  冒頭にも申し上げておりますけれども、今回

全てのバスがＡＩオンデマンドに切り替わった

わけではございません。県道１号路線とおでか

けバスの午前の最初の便は、今までどおり予約

なしでご利用いただくことができます。定時定

路線は廃止しておりません。ＡＩオンデマンド

に切り替わったのは、湯田と沢内のおでかけバ

スの午前の２便目と午後の便のみでありますの

で、重ねて申し上げておきます。 

  加えて、今回ＡＩオンデマンドに切り替えよ

うとした目的は、アンケート調査などで寄せら

れた不便さの改善を図るためであり、あくまで

も利用者の利便性向上を目指す試みであります

ので、改めてご理解いただきたいと思います。 

  さて、とはいっても導入に係る周知の期間が

１か月では短過ぎないかとのご指摘でございま

すが、今申し上げたことなども含めて、その分

丁寧に利用方法の説明や利用者登録などのサポ

ートを行っていくほか、必要となる情報の発信

に努めてまいりたいと考えているところでござ

います。 

議長  普本歌織君。 
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３番  今までの定時路線で手を挙げれば乗るこ

とができた従来の方法から予約が必要なシステ

ムへの移行であると認識しています。予約手続

の理解に時間がかかる町民もいると考えますが、

利用の仕方について町民の理解を進めるための

手だてをお知らせください。先日の刈田議員の

質問にもありましたので、重複答弁となるかも

しれませんが、よろしくお願いいたします。 

議長  企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  町民の予約手続の理解促進についてでござい

ますが、住民説明窓口として２月25日から当初

は３月７日までの予定でおりましたけれども、

町立西和賀さわうち病院に企画財政課の出張窓

口を置く予定でございました。７日までとして

おりましたけれども、これをもう一週間延長し

て３月14日まで出張窓口を置くことにしている

ほか、２月25日から３月末まで随時集落支援員

による相談受付などの対応をしながら、スマホ

アプリの登録や利用者登録やサポートなどを行

っております。 

  また、期間終了以降も引き続きサロン活動な

ど人が集まるところに出向いて、ＡＩオンデマ

ンド交通の利用方法の説明や利用者登録などの

サポートを行い、町民の予約手続の理解促進に

努めてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

議長  普本歌織君。 

３番  システム移行には様々な方法が考えられ

たと思います。町民の混乱を防ぐ意味では、現

行の路線は維持したまま、試行的にＡＩオンデ

マンドを導入することはできなかったのかとい

う質問ですが、先ほどの課長の答弁にあったと

おりかと思いますので、次の質問に行きます。 

  ６月議会で一般会計補正予算審議の答弁で、

また今の説明の中でも利便性の向上を見込んで

導入したということでありましたが、どのよう

な点で利便性が上がると考えているかをお知ら

せください。 

議長  企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  ＡＩオンデマンド交通の導入による利便性の

向上についてでありますが、おでかけバスの定

時定路線型では各地区週１回から２回程度の運

行となっておりますが、ＡＩオンデマンド交通

では沢内エリアと湯田共通エリアでは月曜日か

ら金曜日の週５回、湯田東エリアでは月曜から

火曜の週２回、湯田西エリアでは水曜日から金

曜日の週３回と利用可能な曜日が増えます。 

  また、定時定路線型では、午前中は各地区か

ら町なか、午後は町なかから各地区と運行経路

と時刻が固定されていましたが、ＡＩオンデマ

ンド交通では午前中に町なかから各地区へ移動

することが可能となるため、午前中で通院や買

物が終わった場合に午後まで待つ必要がなくな

り、午前中のうちに各地区へ移動することがで

きるようになります。 

  このほか定時定路線では難しかったＪＲ北上

線の横手方面行きへの接続や、ゆだ高原駅、ゆ

だ錦秋湖駅へのアクセスも可能となり、昨年全

線開通100周年を迎えたＪＲ北上線の二次交通

の充実による利用促進にも寄与するものと考え

ているところでございます。 

議長  普本歌織君。 

３番  これまでの運行の仕方は、決まった時間、

決まった場所に来てくれる安心感があったとの

町民の声が届いています。おでかけバスの使い

にくさが病院の使いにくさというか、予約の手

続の理解のところだと思いますが、病院の受診

控えや買物難民につながるのではないかとの声

も複数届いております。このような声に応える

手だてはあるでしょうか。 

議長  企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  そのようなご不安を抱えておられる町民の皆

様の声には真摯に対応してまいりたいと考えて

おります。丁寧に説明を尽くし、まずは利用し

ていただき、ご意見などもいただきながら、必
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要に応じて工夫、改善を図ってまいりたいと考

えております。 

  あくまでも利便性の向上、より利用しやすい

と感じていただくための今回の取組であります

ので、いざやってみて不便さが改善されないだ

とか、かえって不便になったなどの理由で利用

者が増えないようであれば、元の定時定路線型

に戻すことに何のちゅうちょもいたしません。 

  繰り返しになりますが、丁寧な説明を尽くし

て、まずは利用していただくことを一番に鋭意

取り組んでまいりたいと考えております。 

議長  普本歌織君。 

３番  それでは、次の質問に行きます。自衛隊

への名簿提供についてであります。この質問を

するに当たり、自衛隊の皆さんが災害対応など

国民の命を守る活動に従事されていることには、

まずもって敬意を表すものです。このたびの大

船渡市の山林火災への対応も、休みなく続けて

こられたことにも感謝の気持ちを表したいと思

います。 

  質問に入ります。私は、町が防衛省の求めに

応じて、18歳になる町民の個人情報を本人の承

諾なく名簿化して提出している件について、令

和５年９月議会、令和６年６月議会と繰り返し

問題を指摘してきました。除外申請を受け付け

る市町村は全国的に増えてきており、県内でも

北上市、花巻市、雫石町、盛岡市、宮古市、大

船渡市、一関市、平泉町で取り入れています。

これは、私が各市町村のホームページなどで調

べたものでありますので、ホームページに公開

していない市町村があるとすれば、まだ多いか

もしれません。こういった状況への受け止めを

伺います。 

議長  町民課長。 

町民課長 お答えします。 

  それぞれの自治体での対応であるというふう

に受け止めております。 

議長  普本歌織君。 

３番  除外申請を開始するに至った自治体の議

会での論戦を見ますと、例えば北上市では市長

が提供されたくないという市民の気持ちに配慮

するという答弁、また雫石町では町長の資料提

供も望まない方への一定の配慮が必要であると

の答弁があり、除外申請に踏み切っています。

また、花巻市では、令和６年３月に奈良市で起

こった訴訟事件が紹介されています。新聞記事

にもなりましたので、私も承知しているのです

が、当事者である高校生の情報を含む名簿が市

によって自衛隊に提供され、自衛隊から勧誘の

はがきが届いた。この高校生は、自衛隊に本人

の承諾もなく渡っていることがすごくおかしい

と思ったという感想を述べて、はがきが届いた

ことについては怖いと感じたということです。

このことから、プライバシー権を保障した憲法

第13条の個人情報保護法などに違反していると

して裁判になっているという事案であります。

これは、継続で審議されているものです。この

ことを花巻市議が紹介し、質問したことに対し

て、花巻市長は除外申請を認める自治体が増え

ている状況を踏まえ、高校生の気持ちに寄り添

い、決断するときが来ていると答弁し、除外申

請に踏み切っています。説明が長くなって申し

訳ありません。 

  ６月議会の私の一般質問の答弁で、除外する

ための根拠法令等が定められていないため除外

ができないという答弁でしたが、町が決断すれ

ば除外申請はできるということではないですか。 

議長  町民課長。 

町民課長 まず、町内において、そういうお手紙

がという報告もこれまで確認されてきたわけで

はございませんし、仮にあったとしても、それ

が直接権利、利益を不当に侵害するであるとか、

議員が言われているものには該当するものでは

ないというふうに考えております。 

議長  普本歌織君。 

３番  本人の承諾なく名簿化した情報を自衛隊

に提出するべきでないということは大前提とし

て、最低限除外申請を受け付ける必要があると
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考えますが、いかがでしょうか。 

議長  町民課長。 

町民課長 昨年６月定例会でも同じ質問をいただ

いております。そもそも情報提供があらかじめ

本人の承諾を必要とする事案ではないという法

定受託事務であるということは、これまで繰り

返しお答えしているとおりです。対応しようと

する場合は、自衛官募集の案件だけではなく、

ほかの事案に対しても同様の対応が必要となり

ます。その際、根拠法令、根拠例規に従って情

報提供しているこの事案に対して、一方では根

拠がない土台で除外することの整合性が取れな

くなります。 

  繰り返しになりますが、除外申請対応しなけ

ればいけない根拠法令、根拠例規がないことか

ら、町では対応しておりませんということにな

ります。 

議長  普本歌織君。 

３番  承諾を取る必要がない事案とおっしゃい

ますけれども、本人の承諾がないところに違和

感を感じる方が一定程度いらっしゃる、除外申

請を受け付ける自治体が増えているということ

は、そこへの配慮ということだと思います。西

和賀町もそこに配慮するべきと考えますが、い

かがでしょうか。 

議長  内記町長。 

町長  お答えいたします。 

  名簿提供等の一連のご質問ですけれども、こ

れまで、そして今回担当課長からも説明させて

いただいておりますように、法令に従い適切に

対処しておりますので、私からのお答えにつき

ましてもそれに尽きるものでありますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

  なお、あえて申し上げさせていただきますが、

この件に関しましては他国から国を守る防衛に

関わること、政府及び国において対処していた

だくべき事項であり、国会の場で議論いただく

ことであると考えております。町としましては、

国において成立した法律及びそれに連なる政令、

省令等、法令に基づき対処すべきものであると

考えております。 

  また、そもそも法令違反か、あるいは国会の

場で成立しました法律自体が憲法違反であるか

どうかにつきましては、行政が判断できるもの

ではなく、裁判所においてなされるものである

と考えております。そのような判断が裁判所等

でなされ、判決等が確定した場合は、当然それ

に従って対処するということになるものと考え

ております。 

議長  普本歌織君。 

３番  では、次の質問に行きます。パートナー

シップ制度についてです。パートナーシップ制

度は、同性同士の婚姻が法的に認められていな

い日本で、自治体が独自に結婚に相当する関係

とする証明をし、様々なサービスや社会的配慮

を受けやすくする制度です。例えば病院で家族

としての扱いを受けられる、公営住宅の入居に

際して家族として入居可能といったようなもの

であります。令和５年12月議会の私の質問への

答弁では、町は性的マイノリティーに関しては

周囲からの差別や偏見を恐れてカミングアウト

しにくい状況にあるとしながらも、この制度に

対する問合せや要望がないことから、まだ検討

は行っていないという答弁でありました。 

  また、誰もが生きやすい環境を整えることに

ついては、多様な価値観の中でみんながよく暮

らしていく、そのための対処をしていく旨の答

弁がありました。 

  パートナーシップ制度については、その後の

検討は進んでいるでしょうか。 

議長  生涯学習課長。 

生涯学習課長 それでは、パートナーシップ制度

についての検討状況についてお答えします。 

  令和５年12月議会で質問いただいて以来、パ

ートナーシップ制度に対する問合せや要望がな

かったため、具体的な検討は行っておりません

が、いわて男女共同参画サポーター養成講座の

受講を通じて、ジェンダー平等や多様な性の理
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解と支援について学習する取組を行ってきたと

ころでございます。 

  以上でございます。 

議長  普本歌織君。 

３番  県としてもパートナーシップ制度を導入

しており、市町村が制度をつくれば県立病院、

県営住宅入居などで家族として利用ができると

いう体制になっています。また、この制度のあ

る自治体も増えてきており、県内でも盛岡市、

北上市、紫波町、一関市、花巻市、奥州市など

でパートナーシップ制度を整備しています。他

自治体でパートナーシップ宣誓をしている方が

町に移住を希望する場合もあると考えられます

が、そういった場合、町としてはどう対応する

のでしょうか。 

議長  生涯学習課長。 

生涯学習課長 他の自治体でパートナーシップ宣

誓をしている方が町内に移住を希望する場合の

対応についてお答えしたいと思います。 

  現状においては、パートナーシップ制度がな

いため、ご指摘の事例に対応する状況にはあり

ません。しかし、パートナーシップ関係にある

カップルが暮らしにくい状況に置かれているこ

とに加え、仮に西和賀町に移住を希望しても、

パートナーシップ制度がないために移住を諦め

ざるを得ない状況であることは決してよいこと

ではないと考えております。 

  このようなことから、ジェンダー平等や多様

な性についての学習を町民の間で進めていくと

ともに、パートナーシップ制度の制定に向けて

庁内、役場の庁内ということでございますけれ

ども、検討を進めていく必要があるものと考え

ております。 

  以上でございます。 

議長  普本歌織君。 

３番  パートナーシップ制度を整備し、誰もが

生きやすい環境を整える必要があると考えます

が、いかがでしょうか。 

議長  生涯学習課長。 

生涯学習課長 パートナーシップ制度を整備し、

誰もが生きやすい環境を整える必要性について

お答えします。 

  先ほどもお答えしたところですが、パートナ

ーシップ制度の導入はパートナーシップ関係に

あるカップルの生きにくさ、暮らしにくさを解

消し、誰もが自分らしく生き生きと活躍できる

社会を実現するために取り組んでいく必要があ

るものと考えております。 

  それとあわせて、誰もが生きやすい環境を整

えるためには、まずは町民が性的マイノリティ

ーにある人たちの現状を学び、知る必要がある

ものと考えております。そのために、社会教育

の様々な場面を捉えて取組の進め方についての

議論を行うとともに、男女共同参画講演会にお

いて専門家から学ぶ機会を設けたいと考えてお

ります。また、生涯学習だよりや町広報紙にお

いても、パートナーシップ制度に関する話題を

取り上げていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

議長  普本歌織君。 

３番  具体的な方策が出てきたことは、とても

評価するものです。そのように進めていただき

たいと思います。 

  町長の施政方針演述について質問します。３

ページにある総合計画策定に向けた事前の取組

として、今後は住民懇談会の実施などを行うと

ありますが、どのような懇談会を考えているで

しょうか。ゼロベースからの話合いを行うとい

うことでしょうか。 

議長  企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  総合計画策定に向けての住民懇談会の持ち方

についてでありますが、令和７年度は計画の策

定年度であることから、住民の皆様との意見交

換を行うためのある程度の材料がなければなら

ないものと考えております。その材料でありま

すが、昨年末から今年、年始にかけて高校生以

上の町民を対象に実施したまちづくりアンケー
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トの調査結果などに基づき、できれば10年後の

町の将来像、総合計画の基本構想部分に当たる

ものを提案し、ご意見をいただくことを想定し

ております。また、議論が散漫にならないよう、

今後のまちづくりにおいて重要になると思われ

るテーマを設定し、このテーマに限った意見交

換を行うことも検討しているところでございま

す。 

  住民懇談会の開催時期はまだ決定しておりま

せんが、総合計画の策定スケジュールにも影響

することから、少なくとも年度前半で実施した

いと考えておりますし、開催箇所は町内29全て

の行政区で実施できないか検討しているところ

であります。 

  いずれにしましても、住民懇談会の持ち方も

含め、総合計画の策定に関しましては基本構想

審議会にお諮りした上で、住民の皆様に周知を

図りながら取り組んでまいりたいと考えている

ところであります。 

議長  普本歌織君。 

３番  町民の意見を十分に反映するということ

は、今の答弁にありましたように十分していた

だきたいと思います。一方で、読んでもらえる

計画書、町民の共感を得られる計画書というの

は本当に目指すべきものだと思います。実現に

向けた具体化を注視していきたいと思っていま

す。 

  次に、教育長教育方針について伺います。５

ページにある情報端末機器を活用した教育につ

いては、町内の各学校で工夫され推進されてい

ると認識しております。ここまで実践してくる

中で、活用の方法、教員の研修、実体験とのバ

ランスなど課題も出てきているのではないでし

ょうか。町の考える児童生徒に学ぶ楽しさと意

欲を引き出す環境というのはどのようなもので

しょうか。 

議長  教育長。 

教育長 端末機器を利用した教育における児童生

徒に学ぶ楽しさを引き出す環境とはについてお

答えさせていただきます。 

  現在、児童生徒へは学びのツールとして一人

一人にタブレット端末を貸与しております。指

導、支援する教職員においては、授業や家庭学

習等において児童生徒が個々に考える場面、そ

れから相互に考えを交流し、思考を深める場面

等で活躍できるよう研究を進めているところで

す。 

  楽しさと意欲は、児童生徒が知らなかったこ

とやできなかったことが学習を通して分かった

とか、できた、みんなの役に立ったという体験

と、周りから評価されるときに生まれるものだ

と考えております。 

  各学校の教職員は、授業実践や研究会、研修

会での意見交換などを通して、端末機器のより

よい有効な活用について試行錯誤を行い、指導

力の向上に現在努めているところです。 

  以上のことから、学びの楽しさと意欲を引き

出すための環境とは、１つとしては課題解決の

ために必要な資料を引き出す端末機器等のツー

ルがまずあること、それから自ら研さんを積み、

積極的に支援できる教職員がいること、そして

失敗を恐れず挑戦できる仲間と学びの空間があ

る環境であるというふうに考えております。 

  以上であります。 

議長  普本歌織君。 

３番  私もタブレットなどを使った授業を参観

させていただく機会がありますけれども、本当

に先生方、工夫されて活用されているなという

ふうに感じています。しかし、特に実体験との

バランスは難しいのではないかなと思ったりも

するところもあります。このことについても引

き続き注視してまいりたいということを申し上

げまして、私の質問を終わります。 

議長  以上で普本歌織君の一般質問を終結しま

す。 

  ここで11時まで休憩します。 

午前１０時５０分 休   憩 

午前１１時００分 再   開 
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議長  休憩を解き会議を再開します。 

  次に、登壇順５番、北村嗣雄君の質問を許し

ます。 

  北村嗣雄君。 

１番  北村嗣雄でございます。今回一般質問を

通告させていただきました。よろしくお願いい

たします。 

  質問に入る前に、先ほど同僚議員からもお話

がありましたが、今回の大船渡の山林火災、大

変な災害でございます。人災、家屋も被害を受

けており、本当に心からお見舞いを申し上げる

ものでございます。一日も早い復興がなされる

ことを祈念するものでございますが、実は本町

においても先月ですか、私ども食料基地として

使わせていただいているスーパーオセンが火災

に見舞われ、１週間ほどの営業中止となったわ

けですけれども、スーパーオセンさんの一日も

早い復旧を取り組んだ結果から、私ども食料を

確保する上では大変助かっているわけですが、

営業再開に当たっては200人ほどのいわゆる買

い求めの住民の方が参加したというか、集まっ

たということをお聞きしておりますけれども、

本町において、いかに今のスーパーオセンさん

が重要な食料確保の拠点であるかということが

うかがえるものでございます。スーパーオセン

さんに対してもお見舞いを申し上げながら、私

ども地元のいわゆる食料基地として愛想を持っ

て使っていきたいなというふうに考えておりま

す。 

  それでは、早速質問に入りますが、通告して

いる順に質問させていただきます。私の質問項

目は、農業政策についてでございます。質問要

旨を申し上げる前に、答弁は町長にお願いして

ございます。 

  それでは、質問いたします。国は、去る11月

31日、水田を活用した農業政策を令和９年度か

ら見直すことを明らかにした。主食米から麦、

大豆、飼料作物などへ転換した場合に支払われ

る水田活用の直接支払交付金を見直すとしてい

る。 

  令和７年度、米は輸出を含めた需要拡大を目

指し、麦、大豆、飼料作物は転換を条件とせず、

畑で栽培したものも支援対象とする。 

  水田活用の直接支払交付金の支給は、現在は

５年に１度の水張りが必要だが、令和９年度以

降にはこうした条件を求めない。また、令和７

年度、令和８年度には土壌を改良する資材を使

うなどすれば水張りをしなくても交付の対象と

するとしている。 

  国が水田政策を見直す背景には、昨夏の米の

品薄と価格高騰がある。ロシアのウクライナ侵

略などの国際情勢の変化や気候変動により、需

給のバランスが崩れるおそれがあるとメディア

は述べています。 

  国の政策は、平成30年に米の生産調整（減反）

を廃止した後、農家が米を作り過ぎないよう交

付金で転作を促してきた。今回の制度の見直し

は、農家支援策の大幅な大転換となる。 

  私がこの通告を申し上げてから今日まで１か

月を経過しておりますが、情勢は徐々に変わる

可能性もありますけれども、以上のことから次

の事項について本町の認識と見解を伺うもので

ございます。 

  質問１になりますが、水田活用の直接支払交

付金の見直しは、令和９年度から実施するとし

ているが、令和７年度と令和８年度は土壌改良

する資材を使うなどすれば、水張りなしで交付

金の対象とするとされている。本事案について

詳細、所見を町の所管からお尋ねしたいと思い

ます。町長、よろしくお願いします。 

議長  内記町長。 

町長  ただいまの質問につきましては、担当課

長から答弁します。 

議長  農林課長。 

農林課長 おはようございます。ただいまの水田

活用の直接支払交付金の見直しについてお答え

をしたいと思います。 

  水田活用の直接支払交付金の見直しについて
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は、議員からのお話のとおり、農林水産大臣の

発言として報道等により概要が発表されており

ます。このことについて、この報道等による記

事以外の詳細は現段階で発表されていない状況

にございます。 

  東北農政局の見解といたしましては、本年３

月末から４月頃にかけて詳細の説明があるので

はなかろうかということでございましたので、

よろしくお願いをしたいと思います。 

  終わります。 

議長  北村嗣雄君。 

１番  この件については、新年度、今年度含め

てのかなり影響というか、関わりがある事案で

ございます。本町も雪解けとともに、４月には

農作業が本格化します。今この時期、農家、農

業生産者は水田の作付の計画を検討されている

時期でもあり、本年度に関わる国、県の示す施

策に注視しているところだとまず感じられるわ

けです。この事案に関わる情報など、あるいは

確認次第、やはり町の担当所管は急務に農家、

生産者に説明すべきと考えるものでございます。 

  実は、昨日、本町においても各農家に来年度

の作付計画書というのが配付されております。

私のところにも来ましたが、そういう観点から

我々耕作者、農業者に対しては、やはり情報が

いかに早く求められているのかということがう

かがえるわけですが、その辺所管、担当課とし

て認識を伺います。 

議長  農林課長。 

農林課長 ありがとうございます。議員おっしゃ

るとおりでございます。今回農政雑誌というこ

とで、全町というか、町内に配付をさせていた

だいておりましたので、まずその中身を見てい

ただきたいと、そして分からないところとか不

明な点とかありましたらば、農林課のほうにお

電話いただければ丁寧に説明はさせていただき

たいと思っておりますし、あと国のほうの制度

の変更についても出次第、町民のほうにはお伝

えするように努力はしたいと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

議長  北村嗣雄君。 

１番  今の課長の答弁は理解しますが、県や国

からの情報というか、指示を受けるのみではな

く、やはり時期も迫ってきますから、むしろこ

ちらのほうから尋ねられるような先進的な取組

も私は必要かなというふうに考えていますので、

その辺も含めてご検討をよろしくお願いします。 

  それでは、②に入ります。国は、これまでの

水田活用の直接支払交付金で水田転作を支援し

てきているところだが、今回の制度廃止により、

水田に関わる転作が多い本町に及ぼす影響は極

めて大きいと考えるが、町の認識を伺います。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えをしたいと思います。 

  本町の水田の活用としましては、土地利用型

作物である大豆、ソバ、飼料作物及び花卉、ワ

ラビ等の作付について推進をしてまいりました。 

  今回の水田活用交付金に係る５年水張りの実

施要件が不要となったことにより、現在転作作

物として使用している水田については、水を張

ることなく使用しても交付金の対象となるもの

と今は理解をしておるところでございます。 

  以上です。 

議長  北村嗣雄君。 

１番  こうした制度が、私ども生産者からする

と、これまでの流れから見ると、やはり国の政

策に振り回されてきているというか、耕作者本

来の耕作では、自由な耕作というか、ではない

わけで、私が一番この件で懸念しているのは、

これまでも本町においては耕作放棄がかなり大

きい面積であります。今本町の農家、生産者は、

個人でも集積された、ある程度面積を確保した

生産者、それから法人、あるいはほかの組織は、

やはり地域ごと、あるいは地域ごとを超えての、

これもある程度というか、大きな集積をされて

経営されている農家がございます。そのほかに

も小規模はありますが、今後の本町の農家の生
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産動向というか、経営動向を見るには、どうし

てもある程度の規模の集積を持った個人を含め

て生産者が組織の、あるいは法人の方が今後中

心的に、今もそうですけれども、よりそうなる

傾向があると、まず私は考えます。 

  こうした中で、町ではいわゆる今の状況から

して、決して安定した農業が、やっぱり希望の

持てるというか、持続可能な経営ができる方向

に持っていくにはどのような認識をされている

のか。まず、経営母体も変わってきている中で、

その辺をお伺いしたいと思います。 

議長  農林課長。 

農林課長 ご質問ありがとうございます。今の町

内の農業経営者の方たちの状況というか、そう

いったものに対して、町でどのように考えてい

るかというご質問だと思うのですけれども、い

ずれ町としても従前から大規模経営体の育成と

いうことで、いろいろな事業に取り組んでまい

った次第でございます。 

  まず、今年というか、今年度国で策定をした

食料・農業・農村基本法の中でも大規模経営体

の育成についてはそのとおり、まず育成してい

くと、進めていくという形になっていますし、

そのほかにはそれ以外の例えば農家、小規模農

家、そういった経営体についても推進していく

ような書き方になっておりますので、そこら辺

も見据えながら、農家の荒廃につながらないよ

うに農業経営者の事業を進めていけるような施

策を取っていければいいのかなと思っておりま

した。 

  以上でございます。 

議長  北村嗣雄君。 

１番  いろいろ話したいことはちょっとありま

すけれども、③のほうに入っていきたいと思い

ます。同じ形態ですので、３の国では麦、大豆、

飼料作物は水田、畑にかかわらず、これまでの

転作助成から条件つきで生産性向上に取り組む

場合は支援し、作物ごとの交付金は改めて審議

するとしております。方針では、農地集約など

で大規模化を進める米生産者を対象に支援する

姿勢を明確にしていることなどから、作物ごと

の助成金の見直しには本町では減額が避けられ

ないとも考えられるわけですが、町としての所

見を伺います。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えをしたいと思います。 

  先ほど最初にご質問いただいた水田活用の直

接支払交付金の見直しに係る詳細と所見に対す

る答弁と重複をしてしまうのですけれども、現

段階では報道等による記事以外の詳細は発表さ

れていない状況にございますので、国からの詳

細に係る説明に基づき今後対処していくことで

あると考えております。 

  以上でございます。 

議長  北村嗣雄君。 

１番  農水省の所管のこれの話であって、国の

決定した事案では、まだはっきりしないところ

がありますから、これ以上あれしてもあれです

が、ただ本町においてはかなり影響力のという

か、やっぱり注視するところだなというふうに

感じるところでございます。 

  ４番に入っていきますが、転作助成の交付金

の見直しで、本町の米農家、生産者の米の作付

が増し、併せて農業用水の需要量が増加するの

ではないかと推測するところです。これまでも

団地化水田の地域は水の需要期に不足が続いて

おります。今後の米の作付の増加は、さらなる

水不足の深刻な事態の発生が懸念されるところ

ですが、当局の認識と見解を伺います。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えをしたいと思います。 

  近年の地球温暖化等による天候による影響と、

農業用水路の老朽化等への対応が必要であると

考えております。農業用水の安定した供給体制

を目指して、事業費における町の財源確保と活

用できる事業について検討しながら、必要に応

じて対処してまいりたいと考えております。 

  以上です。 
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議長  北村嗣雄君。 

１番  本町においては、土地改良区の管理され

ているところは、やはり基盤整備もされ、それ

なりの必要とする水もある程度は確保されてい

るわけですが、それ以外に関わる水田の改修要

望も、昨年も議会に、あるいは町当局にも請願

されておりますが、含めて、やはりこうして見

ますと町内南北にかかって数か所見られる、ま

だ今後それ以外にもいろいろ要望したいという

ような意向が聞かれております。 

  こうした現状の中で、今水田活用に含めたい

ろいろな見直しが出てきて、先ほど申し上げま

したけれども、限られた農家、生産者で今後町

の農業を支えというか、運営していく、耕作し

ていく場合に、それなりの環境整備が可能な限

りされていないと、なかなか耕作が進まないと、

やはり耕作放棄にもつながるというのが改めて

懸念されるわけでございます。この事業を取り

入れて、例えば事案を入れてこれを解消するに

は、やはり町の財源だけではなかなか厳しい状

況であることは私も知っていますので、国ある

いは県のこれに関わる事業を当局として率先し

て可能な限り取り入れて、やはり農業基盤の整

備を含めた農業振興に取り組む認識は、ちょっ

とその辺をお伺いしたいなと思います。よろし

くお願いします。 

議長  ちょっと明確に、簡潔明瞭に質問してく

ださい。書いてはありますけれども、聞く質問

については明確に質問してください。 

  内記町長。 

町長  お答え申し上げます。 

  基盤整備の重要性については、もう何十年前

もから先人たちが一生懸命取り組んでこられて

今の状態があると思います。 

  一方で、やっぱり多額の予算を要することか

ら、町単独でということでは到底いかなく、関

係県、国等へお願いし、進めてきた経過がござ

います。 

  その一方で、生産者の方の担い手不足という

ところもございます。あと、土地の利用のあり

方という問題もあります。その辺を町として調

整しながら、できるだけそういう事業等を入れ

て、整備に向けられる部分は向けられるように

引き続き取り組んでまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

議長  北村嗣雄君。 

１番  聞きたいことが、ちょっといっぱいあっ

たものでごちゃっとやってしまって、すみませ

ん、分かりづらくなってしまって。私は、今再

度申し上げますが、ただそれを町として、やっ

ぱり重大事案として受け止めて、まず検討して

もらいたいなというふうに考える意思でござい

ます。今町長からもいろいろ話ししましたので、

一応この農業政策については打ち切って、次の

ほうに入っていきたいと思います。 

  西和賀高校の学級増について、答弁者は教育

長にお願いしてあります。よろしくお願いしま

す。人口減少の進む西和賀町だが、西和賀高校

の魅力化の取組が実り、西和賀高校の２学級化

の目標が達成できた。県外からの留学を本格化

し、近年の寮の整備や地域と連携した探究学習

などの取組が功をなし、北上市や県外からの入

学生の増に結びついた。定員増を見据えた関係

者の取組の成果と捉えています。 

  以上のことを踏まえ、次の事項について伺い

ます。県教委の学級増加の認定の背景には、定

員を満たした令和６年度の志願者を上回る見込

みだとして判断したとのことだが、令和７年度

の志願者数について、どれほどの人数か伺いま

す。 

議長  学務課長。 

学務課長 それでは、私から令和７年度の志願者

数についてお答えいたします。 

  調整前、調整後も同じでした。志願者数は64人

で、志願倍率は0.85。また、このほかいわて留

学、県外募集になりますが、合格者は既に５人

と決まっている状況にあります。 

議長  北村嗣雄君。 
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１番  関連しますから次に入っていきますが、

県内において統合以外での県立高校の学級増

は、県教委の話では過去20年、例がないとのこ

と。学級数増減は、原則複数年度の実績で判断

するが、西和賀高校は臨時の措置として１学級

増で定員40人から80人までの志願者が応募でき

ることに認定された。今後は、志願者、入学者

の確保が重要な事案だと考えているが、認識を

伺います。 

議長  教育長。 

教育長 西和賀高校の志願者、入学者の確保につ

いてお答えしたいと思います。 

  現状ですが、もう既に令和８年度入学者の確

保に向けて、これまでの取組を振り返るととも

に、現在の志願状況を踏まえ高校と情報を共有

し、効果ある取組について日々検討している状

況にあります。 

  町内、県内、全国と中学生が減少していく中

で入学生確保を続けていくことはさらなる事業

展開が必要であり、特にも西和賀高校の魅力発

信、それから西和賀だからできる学びや体験の

充実、学生寮対応などを推進していくことが求

められると考えております。 

  これまでもでしたが、町内はもちろんですけ

れども、北上市、横手市の近隣中学校を中心に

情報を発信してまいりましたけれども、今後は

当初から花巻市などの中部管内と、状況に応じ

てはその他の地域への情報発信の強化も必要だ

と考えております。 

  いずれ２学級化になりましたが、議員のご指

摘のとおり、今後の生徒確保のための活動が最

重要課題ですし、町民の皆さんをはじめ多くの

方々の協力を得ながら、地域に活力を与えてく

れている西和賀高校の生徒確保に尽力していき

たいとの所存でございます。 

議長  北村嗣雄君。 

１番  よく理解しますが、いわゆる今回西和賀

高校が２学級に増された、増額というか、認定

を受けたということは、地域をはじめ関係者の

やはり懸命なる努力のおかげだと思いますし、

それからこれを認定するに当たってのいわゆる

県議会とか関係者のそうした支援もあってのこ

とだと理解するものですが、やはり一番感じる

のは増に向けて持続していく取組が今後強く問

われると思うのですが、今ちょっと国会でも議

題で協議されておりますが、高校の無料化、こ

れが今後どう進展するかはまだ分かりませんけ

れども、でも方向性が出ていることは確かです。

こうした場合、メディアというか、マスコミも

伝えていますが、今の現状を見て、これが無料

化になった場合は、やはり生徒の引き合いにも

反映するし、それから私立校がすごく人気を呼

んでおるということでございます。 

  私もちょっとあれしたのですけれども、生徒

自身もやはり自由というか、いろいろ予算のこ

とも含め、学級費のとか、授業料の心配がなく

なるわけですから、専門性の高い職を求めて大

学への入学が増えて、要望が大きいだろうとい

うことも言われております。そうした場合、指

導、教育の現場、あるいは質の向上というのが

当然各学校等も求められてくるわけですが、今

後その辺というのは持続をして、この２学級を

して生徒を確保していくにはかなり厳しい条件

も感じるが、その辺は今後、先のこととはいっ

ても、人口減少が進むのは本町ばかりではない

中で、生徒数も限られてくるわけですから、そ

うしたのを見た場合、西和賀高校を含めて西和

賀の将来像にもなるわけですが、その辺につい

ての所見を伺います。 

議長  今の質問は、西和賀高校は県教委の管轄

なので、町としての取組には限界も当然あるわ

けです。ですから、町としての取組に対する、

関連する質問であればいいのですけれども、県

教委に踏み込んだ状態は、教育長は分かってい

ても多分答えられませんので、その辺ご認識く

ださい。 

  教育長、お願いします。 

教育長 持続可能な募集をどうやっていくかとい
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うことについてお答えしたいと思いますが、こ

れまでも西和賀高校と連携し、ほかの学校との

差別化というか、特色ある学校教育を一緒に目

指してきましたし、高校の目指す姿と併せて私

たちがどのような支援ができるか、いろいろ考

えてきたところです。もう既にいろんなところ

で情報を発信しておりますけれども、引き続き

それについて賛同は得られるものと考えている

ところです。 

  現在県立高校の調査においては、小規模学校

を望んでいる生徒が県内全体で40％いるという

ふうな現状調査があります。しかし、だからと

いってそこに入学できなかった理由、ただ課題

があったように思っております。そこをしっか

りとして、小規模でどんなことを期待している

かということをちゃんと整理しながら今年度も

進めてきた結果として増えてきたものだと思っ

ておりますし、今後も高校と、それから県教委

の動向とかいろいろと考慮しながら、町ができ

る範囲のところで一生懸命考えていって盛り上

げていきたいと思っておりますので、ご理解い

ただければというふうに思います。 

議長  北村嗣雄君。 

１番  よりよい方向へ進むことをまず期待した

いとともに努力していきたいなと思います。 

  それでは次に入りますが、最後の質問になる

わけですけれども、内記町政について、町長、

本人自身になりますが、町政運営について次の

事項について伺います。内記町長就任から３年

４か月がたち、町の人口減少が進む中に町の抱

える諸課題、各分野の事業に対し、懸命なる取

組のご苦労に敬意を申し上げるところでござい

ますが、内記町長の２期目に対する意気込みと

決意を伺うと質問事項に入れていますが、内記

町長は過日、２期目の町政運営を目指す出馬の

決意を表明されております。 

  そこで、決意された内記町長の２期目に対す

る意気込みを伺いたいなというふうに思います。

よろしくお願いします。 

議長  内記町長。 

町長  お答え申し上げます。 

  私は、町長としまして４年目を迎え、本年11月

に１期目の任期を迎えます。就任後、継続した

行政課題の解決に取り組むとともに、町の持続

性を高めるための新たな取組に励んでまいりま

した。 

  町民の皆様、町を応援してくださいます多く

の皆様のおかげをもちまして、懸案となってお

りました一般国道107号の災害復旧工事も本年

中に本復旧ができるとの見通しとなりました。

地域づくり組織のあり方につきましても、今後

の取組次第といった点はございますが、新たな

体制の構築を図ることができたのではないかと

考えております。公共温泉施設のあり方につき

ましても懸案事項ではありますが、残っており

ますが、一定の進捗を図ることができたと考え

ております。 

  岩手県立西和賀高校につきましては、これま

での長い取組、多くの方々のご尽力の成果であ

りますが、先ほどお話ありました来年度の入学

者定員が倍増化されることとなりました。 

  第三セクターとして出発しました湯田牛乳公

社におきましては、ヨーグルトを主体とする製

品の売上げの急拡大によりまして、ＹＵＤＡミ

ルク株式会社として年間売上げが50億円規模、

東京に20人規模のオフィスを構えるまでの自立

した企業となっております。 

  ふるさと納税におきましても、私の就任後に

取り組んでいただきました業務体制の変更時は

寄附金額の減少は見られましたが、最近は大き

く盛り返していただいております。 

  一方、人口減少の進行は続いており、各分野

における担い手不足が地域の大きな課題となっ

ております。 

  こうした状況を踏まえ、来年度において今後

10年のまちづくりの基本となる総合計画を策定

することとしておりますが、その策定に当たり

引き続き取り組んでまいりたいと考えておりま
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す。 

  先ほどご質問いただいて、マスコミ等に報道

いただいたとおり、私は再選に向けまして取り

組むべく決意をしているということを改めて申

し添えさせていただきましてお答えとさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

議長  北村嗣雄君。 

１番  ありがとうございます。 

  私の質問はこれで終わります。ありがとうご

ざいます。 

議長  以上で北村嗣雄君の一般質問を終結しま

す。 

  ここで昼食のため午後１時まで休憩します。 

午前１１時３７分 休   憩 

午後 １時００分 再   開 

議長  休憩を解き会議を再開します。 

  次に、登壇順６番、真嶋実君の質問を許しま

す。 

  真嶋実君。 

２番  議席番号２番、真嶋実です。よろしくお

願いいたします。 

  まず初めに、大船渡の大規模森林災害につい

て、私からも心からお見舞い申し上げます。こ

のたびの災害において、発災の翌日、大船渡の

社会福祉法人から、私的な形ではありましたが、

下着などの支援の依頼がありました。このこと

に町の包括支援センターも町社会福祉協議会と

連絡を取り合い、素早い対応をしていただいた

ことにここで感謝を申し上げます。 

  さて、令和５年３月定例会での施政方針演述

の中で、町長は農業振興の１番目に第２次西和

賀町農業農村振興プランを見直し、令和６年度

から令和９年度までの実行計画を策定すると表

明しています。同振興プランの見直し経過とそ

の結果、また見直し後の実行計画の実施状況に

ついて伺います。 

  （１）、令和６年度から令和９年度までの実行

計画の策定状況とその経緯をお知らせください。 

議長  内記町長。 

町長  ただいまの質問につきましては、担当課

長から答弁します。 

議長  農林課長。 

農林課長 よろしくお願いします。ただいまの質

問につきまして、令和６年度から令和９年度ま

での実行計画の策定状況とその経緯についてお

答えをしたいと思います。 

  第２次西和賀町農業農村振興プランは、平成

30年度に策定をし、令和９年度までの10年間を

計画期間としておりまして、３年ごとに取組の

成果と課題を整理し、その方向性を見直してき

ております。 

  令和６年度は、第２期、令和３年度から令和

５年度の取組を評価し、令和７年度から令和９

年度までの第３期プランに移行する方針として

おりましたが、水田活用の直接支払交付金の見

直しや、畑地化促進事業など国の農政の方針変

更を踏まえて検討を進めさせていただき、令和

７年度内に新たな３年間のプランを作成するこ

ととしております。 

  第３期のプランのポイントとして、１つ、国

や町内の水田の畑地化、水張りの動向等におけ

る西和賀農業のあるべき姿を見据え、その方向

性を検討すること、２つ目として地域計画と整

合性を図り、持続可能な農業、農村の支援を継

続すること、また３つ目として強い経営体の育

成と、地域が必要とする多様な担い手の確保、

育成を求める必要があること、そして４つ目と

して基幹作物の振興と地域資源の掘り起こし、

６次産業の推進について、関係機関からの意見

を踏まえながら見直しを進めておるところでご

ざいます。 

  以上です。 

議長  真嶋実君。 

２番  見直しを進めているということですけれ

ども、今のが振興プランという扱いでよろしい

でしょうか。それについての実行計画について

はどのようになっているか。本来であれば６年

からということですが、今のお話ですと１年、
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まず先送りしたという形のようですけれども、

現状で計画自体が策定されているのかどうかお

伺いします。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えをしたいと思います。 

  実行計画については、まず振興プランの中身

になりますので、そちらについて今策定を進め

ていると。令和７年度中もかけながら、今の農

政の関係が７年度中に大きく変わってきますの

で、そちらを加味しながら策定を進めてまいり

たいと考えております。 

  以上です。 

議長  真嶋実君。 

２番  では、（２）番になりますが、第２次西和

賀町農業農村振興プランでは中山間地域等直接

支払交付金制度の活用について、持続可能な農

業集落育成の目的での取組として位置づけてい

ます。特にも集落機能強化加算及び生産性向上

加算の取組については、令和６年３月、昨年の

この定例会で町長の施政方針演述において総括

を行い、次期６期対策に向け、全ての集落での

実践を目指し、必要な取組を推進するとしてお

ります。 

  ①番、集落機能強化加算及び生産性向上加算

についてどのような総括を行ったかお伺いしま

す。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えします。 

  集落機能強化加算及び生産性向上加算につい

てどのような総括を行ったかについてお答えを

いたします。中山間地域等直接支払制度につき

ましては、本町のような農業生産条件が不利な

地域において、地域住民自らの活動による取組

により農地維持活動が行われている事業となり

ます。現在第５期対策としての取組をしている

ものでございます。 

  このような中、国では次期、第６期対策に向

けて、基本部分については交付金10割の要件と

してネットワーク活動計画の作成が必要となっ

たことと、本町の協定組織により取り組まれて

いる集落機能強化加算についてはネットワーク

化加算となり、生産性向上加算についてはスマ

ート農業加算に変更となりました。 

  ネットワーク化加算とは、複数の集落協定間

でのネットワーク化、統合等を行った上で、主

導的な役割を担う人材の確保と農業生産活動等

の継続のための活動を行う場合に加算されるも

のとなります。 

  また、スマート農業加算につきましては、ド

ローンや自走草刈り機等を活用した作業の省力

化、効率化を図る取組を行う場合に加算される

ものとなります。 

  当初国からの資料では、加算措置を実施する

場合は新たな加算措置の活動要件を満たしてい

ることを交付の要件としておりました。このこ

とについて、本町の活動組織において変更に伴

う対応が難しいとした意見が多くて影響が大き

いことから、制度の見直しについて要望活動を

行っておりました。 

  本年２月に入りまして、国からの新たな資料

が発せられ、加算措置の変更部分については第

５期対策、現対策ですけれども、第５期対策に

より加算措置を実施していた協定組織について

は、交付金基本部分10割交付の際に作成を求め

られるネットワーク活動計画の作成を要件に、

経過措置として第６期対策においても同様に加

算措置を継続できることとなりました。しかし

ながら、新たに加算措置を行う場合は要件を満

たす必要があることから、今後地域内での話合

いによる合意形成が必要となるものでございま

す。 

  以上です。 

議長  真嶋実君。 

２番  令和５年の実績が、集落強化が13協定、

それから生産性協定が９協定であったかと思い

ますが、先ほど言ったとおりの町長の施政方針

では全ての集落というような高い志を掲げてお

りましたけれども、現状では今何集落それぞれ
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実施されているでしょうか。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えをしたいと思います。 

  ただいま議員がおっしゃったとおりの協定数

で今のところは推移をしているということでご

ざいます。 

議長  真嶋実君。 

２番  それでは、②番に入ります。総括を踏ま

えて、両加算制度と持続可能な農業集落育成に

対する今後の町の取組方針を伺いますというこ

とで文書では通告しております。 

  先ほどの中で、今農政の変化についてもある

程度お話をいただいておりましたけれども、そ

の中でちょっと私気になったのが、集落機能強

化加算についてはかなり町から、町、ほかから

の要望も踏まえて敷居は低くなってはいるよう

ですけれども、ネットワーク活動についての要

件というのは、現状、今の町のそれぞれの集落

での加算協定からすると、やはりまだハードル

が高いのではないかなという気持ちがあるので

すけれども、町としての対応をお伺いします。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えをしたいと思います。 

  総括を踏まえて、両加算制度と持続可能な農

業集落育成に対する町の取組方針について、ま

ず最初にお答えをさせていただきたいと思いま

す。このことを踏まえまして、本事業での活動

については農地維持活動において重要な位置づ

けとなっており、町として今後も活動組織への

支援を継続して行ってまいりたいと考えており

ます。 

  またあわせて、本事業の継続について、国に

対して要望を継続してまいりたいと思っており

ます。 

  先ほど追加のお話があった件についてですけ

れども、いずれ加算措置、今まで令和５年度も

加算措置をしていた協定についてはネットワー

ク活動計画という計画を、これを第６期中に作

成することになるのですけれども、こちらの作

成を要件に、まず取組は継続できるということ

で、このことについては町のほうで指導しなが

ら進めてまいるつもりでおりましたので、その

ように答弁をしたいと思います。 

  ただ、今まで全く加算措置をしていなくて、

新規にネットワークのほうの加算を取るとなる

と、これは例えば統合とかというような形で、

そういったことを進めなければならなくなるの

で、確かにそちらはハードルが高くなるので、

それはやはり双方の協定間での話合いというの

が必要になってくるというものになります。 

  以上です。 

議長  真嶋実君。 

２番  ありがとうございます。なかなか今厳し

くて難しい状況の中での対応、ご苦労さまだと

思います。 

  それで、次ですけれども、ちょっと集落とい

う部分から前のほうに戻ってしまうかも、水田

活用という部分に戻ってしまうかもしれません

けれども、今までの当局からの説明などを伺い

ながら感じた部分で、生産性向上という点から

すると、町の最重要作物の一つであるリンドウ

について、これまで水田活用交付金が作目振興

に大きな役割を果たしてきたかと考えますが、

今の国の制度改正の中で水田利用という枠組み

が外されて作目振興という題目に変わりつつあ

るようですけれども、その場合、大規模面積を

要する土地利用型の作目である麦、大豆、また

ソバなどの作目振興にリンドウのような特産物

が埋没してしまわないかという心配をして、危

惧しているものですけれども、例えばリンドウ

については県内他産地と手を結んで、作目振興

策について国に要望していくというようなこと

は町では考えていないでしょうか。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えをしたいと思います。 

  生産性ということで、リンドウの水田利用に

ついて、麦、大豆等々大きな、もっと面積を使

う土地利用型の作物に埋没してしまわないのか
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ということでございますけれども、いずれ先ほ

ど北村議員の質問のときにも答弁させてもらっ

たのですけれども、そこら辺の制度がどうなる

かというのがまだちょっと今不透明な段階にあ

ります。ただ、やはり町として振興しているリ

ンドウについては、今後も町としてはやっぱり

振興作物として進めていくということで声は上

げていかなければならないものであると考えて

おりました。 

  以上です。 

議長  真嶋実君。 

２番  ありがとうございます。この間、食料・

農業・農村基本法改正、それから水田活用の水

張り５年問題など国レベルの農政大転換と混乱

の中で、なかなか中長期の計画を作成すること

が難しかったのではないかなというのは非常に

察するものであります。また、水張りの方針に

ついては、つい先頃、１月に方針が撤回される

など、国の方針は今現在も混乱したままです。

国政の安定化を待っていれば、ますます今後町

の計画策定というのはできない時代を迎えてい

くのではないかと考えます。 

  本質問の中心にある農業農村振興プランにつ

いても、やむを得ない事情ではありながら、１

年間計画が先延ばしにされたという経緯もあり

ます。計画づくりを先延ばしするのではなく、

また計画のための計画に終わらないためには、

まず足元の町の農業を検証し、実態を把握する

ことから町の内発的なビジョンや計画をつくる

ことが大切だと考えます。この点、これまでの

答弁で、私が危惧していたよりも熱心に取り組

まれているという印象も受けたので感謝します

が、今後のハードルの高い要求だとは思います

けれども、町政の進め方として、そのような計

画づくりの考え方の大転換が必要な時代ではな

いかと思います。もし町の考えとして答えてい

ただけるのであればお伺いいたします。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えをしたいと思います。 

  いずれ今の農政の現状が気候変動とか、あと

自然災害、栽培適地の変化、国内人口の減少、

国内需要の減少、そして高齢者の引退とか農業

従事者の大幅な急減など、我々がこれまで経験

したことのないような状況にあるということで、

国のほうでもそういったことの中で混乱してい

るのだと思います。ですけれども、まず町とし

ては、西和賀は西和賀町なりのやっぱり農業の

進め方というのがあると思いますので、そこら

辺を考えながら、今後とも計画のほうも進めて

まいれればと考えておりました。 

  以上です。 

議長  真嶋実君。 

２番  それでは、（３）に移ります。第２次西和

賀町農業農村振興プランでは、６次産業の推進

についても大きな項目として取り上げています。

令和２年度から地産地消の一環として取り組ん

できたにしわが食材マルシェを踏まえ、令和５

年度からはにしわが生産加工研究会を組織し、

活動を推進してきました。 

  今後複合拠点施設整備の具体化を見据え、小

さな農家が魅力的な農産物や加工品を地場で販

売する仕組みが求められますが、これまでの取

組の成果と課題、今後の事業推進方針を伺いま

す。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えします。 

  ６次産業の推進についてお答えをしたいと思

います。令和２年度から３年間実施をしました

にしわが食材マルシェは、西和賀町内で栽培さ

れた野菜を町内の量販店において販売すること

を試みたもので、参加した野菜生産者は限られ、

数量的にも限定的でありましたが、販売側にと

っても各種の新鮮な野菜等を地元から仕入れる

こととなりまして、メリットが感じられる取組

として好評であり、消費者や実需者のニーズは

顕在化しているものと捉えております。 

  今後の取組として、品目数と数量を増やし需

要に応える生産体制の拡充と、加工による付加
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価値の向上を進める目的でにしわが生産加工研

究会を発足させております。まだ活動は少ない

ですが、令和６年度は町外の産地直売所の実践

事例や６次産業化等に取り組む生産者を訪問

し、直接お話を伺うなど現地研修を行っており

ます。 

  また、農産物や加工品を地場で販売する仕組

みとして、株式会社西和賀産業公社では地域商

社としてにしわがのみせっこやめいぶつチョイ

スによるネット販売を展開しておりますし、ユ

キノチカラプロジェクト協議会では地域の魅力

発信やＰＲ、商品づくり、販促活動について多

角的に活動を展開しており、個々の農家でも出

品や商品ＰＲに取り組みやすい環境が構築され

ております。 

  研究会では、まずは野菜を作ってみる、まず

はネット販売をしてみたいといった会員自らの

取組、挑戦に対して、株式会社西和賀産業公社、

ユキノチカラプロジェクト協議会と連携し、事

業等を活用しながら会員の意欲に応えていきた

いと考えております。 

  以上です。 

議長  真嶋実君。 

２番  ありがとうございます。拠点施設の実際

に回していく具体化については、やはりこうい

う取組というのは非常に大事なものではないか

なと考えます。 

  当初拠点施設整備は、道の駅の機能強化に向

けて準備されてきたかと考えますが、６次産業

の推進、特に１次産業からのアプローチについ

てはどのように考え、検討されてきたか。 

  ついては、先日の補正予算での審議で拠点施

設整備から複合拠点施設整備に名称が変更され

たことについて、これまで拠点施設整備に向け

て検討を積み上げてきたかということでお聞き

しましたが、積み上げではなく、新たな構想、

計画策定作業で事情が変わったと答えられまし

たが、どのように事情が変わったのかお知らせ

ください。 

議長  企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  これまで進めてきました拠点施設整備の構想

から今定例会で補正予算を承認いただきました

中で、複合拠点施設整備という新たな呼び方の

施設整備構想になったわけですけれども、その

際、確かに私からこれまで進めてきた拠点施設

整備とちょっと事情が変わって、今回複合拠点

施設として新たな施設の整備構想、基本構想、

基本計画を策定することになったというふうに

答弁申し上げております。 

  その変わった内容ですけれども、基本的には

今まで道の駅の移転方針の延長で拠点施設整備

ということで取り組んでまいりましたけれども、

今回複合拠点施設というのは、補正予算の際も

説明申し上げたとおり、商業施設を併設して相

乗効果が期待される複合拠点施設ということで

整備方針を打ち出したものでございます。商業

施設を併設するに当たって、移転候補地か、整

備候補地の場所が当初の想定していた場所と変

更になる見込みとなったことから、移転という

よりも新たに新設での整備方針としたところで

ございます。ちょっと分かりにくい説明かもし

れませんが、そういうことでございます。 

議長  真嶋実君。 

２番  道の駅の移転から新たに商業を含んだ複

合施設ということですけれども、当初の、これ

までお金もかけてきた検討については、ただ単

に場所の移動先だけのことではなく、拠点施設

のコンセプトについても検討されてきたかと思

いますが、そういうところの積み上げがどうな

っているのかなという疑問を持っております。 

  この先も６次産業の推進という視点から話を

進めさせていただきますけれども、複合拠点施

設という名称から道の駅以外の商業施設といっ

た性格が加わるという中で、ますますにしわが

食材マルシェや生産加工研究会の果たしてきた

役割や、その検討した結果というのは重要にな

ってくるのではないかなと考えます。 
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  複合拠点施設整備計画に当たって、企画財政、

農林、観光商工といった組織横断的な検討につ

いてはこれまでも行われ、またこれからどのよ

うに行っていく計画でいるのかお知らせくださ

い。 

議長  内記町長。 

町長  お答えいたします。 

  今ご質問いただいた点については、まさにそ

ういう町の今後のハード面、そしてそれに連な

るソフトも含めまして大きい課題でございます

ので、当然連携を図ってやっていかなければな

らないと思います。 

  ちょっと言葉の整理等をするのに時間が、複

合施設であったり、道の駅の移転であったり、

拠点施設であったり、産業間連携における拠点

施設という表現があったりということで、そこ

はちょっと整理してかからないと、いろいろや

り取りで誤解を生じるといけませんので、それ

は整理しながらお話しさせていただかなければ

いけないと思います、ご説明させていただかな

ければならないと思うのですけれども、１つ、

あえて言わせていただきますと、食材マルシェ

で何年かやらせていただいた成果というのをぜ

ひ生かしていきたいなというふうに思っており

ます。それは、商業施設で試験的にやった成果

がございますし、その施設が今一緒に協働で複

合拠点施設にやっていこうというようなことで

検討させていただいているのは説明させていた

だいているとおりでございますので、そういう

経験を生かして、そういうのを無駄にしないよ

うに、お話の点を生かしながら取り組ませてい

ただきたいと思っております。 

議長  真嶋実君。 

２番  大きな変更点があるかと思いますけれど

も、これまでのやってきた事業についての積み

上げを大事にしていただきたいと思います。 

  それでは、大きな２番、川をいかしたまちづ

くり事業について伺います。令和６年３月定例

会の施政方針演述で川をいかしたまちづくり事

業について、湯本、上野々地区における整備計

画を国と連携して進め、整備後の活用に向けた

ソフト事業の実施、人材育成などに取り組むと

表明しております。 

  本年度この人材育成やソフト事業について、

どのような事業を実施したのか、成果と課題は

どのようなものがあったのかお伺いします。 

議長  観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  まず、湯本地区の整備につきましては、整備

区域の活用を踏まえた地域活動の担い手育成に

よる地域の活性化を目指したものであり、地区

民によるまちなか交流館の床張り、案内看板製

作などの活動等にも取り組みながら、施設の整

備自体は令和６年３月に完成、７月27日にお披

露目式を開催しております。 

  上野々地区は、文化施設等の活用促進、周辺

地域の活性化を目指し、地域住民等を含めたワ

ークショップなどを重ね整備を行ったもので、

町側の整備は令和６年12月に完成しております。 

  かわまちづくり計画におけるソフト事業の位

置づけですが、湖面活用に加え、既存の各種事

業、イベントなどがございますが、さらなる利

便性の向上や活用を捉えたものであり、既存事

業はおおむね計画どおりに実施されたものの、

湖面活用の面では整備区域の完成時期ですと

か、国道107号線のトンネル工事などにより湖

面の水位の上昇ができないということもござい

まして、整備に関わっての実施には至っていな

いという状況でございます。 

  湯本、上野地区の整備に関しては、地域づく

り、施設の活用促進の面からの計画であること

からも、関係する組織、地域づくりなどに主体

的に取り組む可能性のあるメンバーなど将来を

見据えた担い手となる人材を意識して進めてき

たものですが、主体的な活動、施策と連携した

取組の起こり、また維持管理などにおける清掃

活動などがございますけれども、協力などが課

題であるというふうに捉えております。 
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  以上です。 

議長  真嶋実君。 

２番  かわまち事業については、先日の補正予

算では、まずやな場設置についての予算400万

円が減額されております。上野々地区では、芝

生やあずまやなどの公園としてのハードウエア

は、私としてはほぼ完成と思っていましたけれ

ども、もう完成していたということです。周辺

施設として、次年度に向けてはＵホール、図書

室についてもエアコン設置などの環境整備、そ

れから銀河ホールではホワイエを日常的に開放

するなどという計画もお聞きしております。一

方で、公園そのものをどのように管理、運営し

ようとするかということについては、私自身、

上野々地区の住民ですけれども、どうもちょっ

とまだ見えてこないなという思いがあります。 

  ほっとゆだ駅前から川を挟んでの一帯の振興

に向けて、次、ハードを終えて、次の人とソフ

トの事業展開が重要と考えますが、かわまち事

業の事業全体が少し尻すぼみになってしまわな

いかなというふうに心配しております。次年度

に向けた人とソフトについての施策を、もう少

し方向性をお伺いします。 

議長  観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  上野々地区につきましては、先ほど説明した

とおり、かわまちづくり事業としてのハード整

備というものについては、町の部分は今年度で

終わりで、令和７年度は国の部分が若干残って

いるというところになります。 

  それで、具体的な活用という部分につきまし

ては、まず設置の目的という部分でいきますと

文化施設の活用促進、あと周辺地域の活性化と

いうようなところを目指しておりまして、やは

りそういう部分からいきますと、まず検討する

ような組織づくりという形が大事だとは思って

おります。ただ、これも施設の活用の面から働

きかけという部分もあれば、あとはその地域の

ですとか、あと各種団体からの起こりという部

分もあると思います。そういうふうなことが実

際課題なのですけれども、まだ具体的にはそう

いうふうな形は見えてきていませんが、そうい

う部分の状況を捉えながら、まず活動というか、

活用に向けた取組は進めてまいりたいというふ

うに思っております。 

  以上です。 

議長  真嶋実君。 

２番  ありがとうございました。先ほどの大き

な１問目の農業農村振興プランと２番目のかわ

まち、併せて令和５年度、６年度の町長施政方

針演述から質問させていただきました。ちょっ

と心配しながら質問した内容ではありましたが、

丁寧に仕事はされているのだなと思いましたが、

その上で改めて町長は年度を閉じるに当たり、

ご自身の施政方針演述についてどのような検証、

分析を行い、次年度の施政方針に向けて引き継

いでいらっしゃるかをお伺いします。 

議長  内記町長。 

町長  お答えいたします。 

  施政方針につきましては、その年、そしてそ

の年を踏まえてのその後の取組の私の考え方を

述べさせ、それに連なる各種施策について各担

当分野ごとに説明させていただいた流れになっ

ております。それぞれにおきまして、計画にお

ける指標の検証であったり、あるいは大きくは

決算を含む議会での検証等を踏まえながら、そ

うしたところでの総括を踏まえ反省し、そして

また生かせるものを、ご意見等をいただきなが

ら、その都度都度作成させていただいておりま

す。そういう積み重ねの上に進展していくのだ

ろうなというような考え方で施政方針について

は臨んでおりますので、ご理解をいただければ

と思います。 

議長  真嶋実君。 

２番  では、大きな３番、新たな、先日述べら

れました町長施政方針演述についてお伺いしま

す。 

  施政方針演述の３ページで総合計画の策定に
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ついて述べられておりますので、この点につい

て伺います。これまで別建てで策定していたま

ち・ひと・しごと創生総合戦略も包含すると述

べられておりますけれども、昨年行われた町政

懇談会でそのような説明があったでしょうか。

まち・ひと・しごと創生総合戦略もこの総合計

画に包含することとなった経緯と趣旨をお伺い

します。 

議長  企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  総合計画にまち・ひと・しごと創生総合戦略

も包含することになった、まずは経緯から申し

上げます。もともと本町の総合計画とまち・ひ

と・しごと創生総合戦略は、計画期間等がそろ

っておりませんでした。現在の第２期まち・ひ

と・しごと創生総合戦略策定に当たり、より人

口対策に特化した戦略とするため、策定を１年

延長したことで、結果的に総合計画と総合戦略

の計画期間の終期が令和７年度末というタイミ

ングで統一されたわけですが、このこと自体が

総合計画と総合戦略の一体化のきっかけになっ

たというわけではありません。 

  この一体化については、国において地方版総

合戦略を所管している内閣府地方創生推進室か

らは、総合計画を見直す際に、見直し後の計画

が地方版総合戦略としての一定の要件、内容も

備えている場合には、両方を一つのものとして

策定することは可能であるという見解が従来か

ら示されております。 

  こうした動向を踏まえ、全国的にも総合計画

と総合戦略を一体化する自治体が増えてきてお

り、県内でも近隣では北上市や金ケ崎町などで

既に両方を一体化した総合計画が策定されてお

りますし、こうした流れが今後のスタンダード

になっていくものと見込まれることから、本町

においてもこれに倣って一体化する方針を定め

たところであります。 

  昨年行った町政懇談会では、このことに関し

ての説明は行っておりませんが、基本構想審議

会やまち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議

では、こうした方針を了承いただいているとこ

ろでありますし、昨年９月の定例町議会におい

ても真嶋議員からの一般質問に対する答弁の中

でこのことにも触れさせていただいているとこ

ろであります。 

  次に、一体化することの趣旨については、総

合計画は町の総合的な振興、発展を目的とする

計画で、総合戦略は人口減少の克服及び地方創

生を目的とする計画でありますが、総合戦略の

取組は他分野にまたがる取組が多く、また総合

計画に位置づけられる長期スパンでのまちづく

りと共通する考えを有していることから、総合

計画の中に総合戦略を位置づけることで、より

一貫的な取組とすることが可能になるとともに、

計画内容を一体化することにより双方の関係性

が明確となり、総合計画と整合性の取れた総合

戦略とすることが可能となると見込まれます。 

  また、別々に計画を策定することに伴って、

進捗管理等も別々に発生することの解消につな

がるため、業務量の削減が可能となるとともに、

総合計画と総合戦略の計画期間を同一の期間と

し、策定作業等も一体化することにより、ここ

でも業務量の削減が可能となります。 

  こうしたことから、令和８年度を始期とする

次期総合計画と次期総合戦略の策定に合わせ、

これらを一体化し、計画の推進、進捗管理等を

一体的に行うことにより、より効果的、効率的

な運用を図っていきたいと考えているところで

あります。 

議長  真嶋実君。 

２番  丁寧な説明ありがとうございました。私

自身は、今の説明を聞く前は、国の方針転換等

に追随する形で、内発的、自発性に欠けるよう

な形でこういう計画がまた変わってしまったの

かなと危惧する思いもありましたが、非常に合

理的な部分で考えているということで安心しま

した。 

  その上で、昨年行われていた町政懇談会等、
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町民にただ結果として２つの計画と戦略が１つ

になるよということではなく、こういう意図、

思いで計画をつくっていくのだというところの

町民に知らせるという努力はもう少し必要では

なかったかなと思います。 

  続いて、②のほうに移ります。次の質問につ

いて、総合計画は10年サイクルで２期を経過し

という形で質問させていただきましたが、改め

て内容を確認したところ、正確には平成17年の

町村合併後３年目に、平成20年から第１期が

10年間、そして第２期は30年から７年までの８

年の計画だったということですので、まず質問

文を訂正して、最初におわびさせていただきま

す。 

  その上で、現在策定を進める計画は第３期と

なります。本年は、まさに西和賀町が誕生し、

町政20周年の記念の年を迎えることになります。

総合計画の策定においては、これまで以上に町

の一体感の醸成が重要ではないかと考えます。 

  続いて、具体的な質問に入るところで地域ブ

ランドについての質問をしておりますが、一般

質問の１日目、金曜日の段階で唐仁原議員から

踏み込んだ質問が行われましたので、私のこの

後の質問についてはその質疑の内容を踏まえた

形で進めさせていただきたいと思いますので、

了承願います。 

  まず、唐仁原議員との質疑について、ちょっ

と私なりに整理してみました。唐仁原議員から

の質疑では、ブランド化について、ブランドが

売れることで事業者が元気になるとか、商品が

高く買われるようになることがゴールとの考え

で議論が展開されていました。また、町の認知

度については調査は行っていない、湯田、沢内

の地名はある程度知られているが、西和賀町に

対する認知度は低いのではないかというやり取

りがありました。一方で、どのように町を売り

込むか、タウンプロモーションの展開について

は西和賀町が認知されるためのきっかけ、動機

としてブランド化が有効で、ユキノチカラは10年

を経て第２ステージに立っているとの考えが担

当課長から示されました。 

  こういう議論を踏まえた上でですけれども、

私自身は地域ブランドというもののゴールは商

品が売れることとは考えていません。西和賀町

に対する愛着、帰属意識、我が町西和賀への誇

り、町のアイデンティティー形成まで地域ブラ

ンドで育てていくことが重要ではないかと考え

ます。民間企業でいうと、商品のブランド化と

セットでＣＩ（コーポレート・アイデンティテ

ィー）戦略、企業の理念や価値観、ビジョンを

明確にし、行動指針として表現することを取る

ことが多くあります。町のブランド化について、

これまでの評価と課題を町長はどのように捉え

ているかお伺いします。 

議長  企画財政課長。 

企画財政課長 私のほうからお答えいたします。 

  地域ブランドにつきましては、今議員からお

話ありましたとおり、先週の唐仁原議員の一般

質問でもその必要性が取り上げられましたが、

その際、今議員からご紹介いただきましたけれ

ども、私からは町の魅力を発信し、町を売り出

していくタウンプロモーションの視点で町のブ

ランド化ということは非常に重要であるという、

これは狭義の意味での地域ブランドの必要性に

ついて答弁したつもりでございます。 

  これに対し、ただいまの議員の問題意識、着

眼点とすれば、住民の一体感や町に対する愛着

心ですとか帰属意識、誇りの醸成といった、言

わば内なる力をつけるために地域ブランドを育

てていくことが重要ではないかという広い意味

での地域ブランドを捉えていらっしゃるものと

拝察をいたしました。このような議員のお考え

には、私も全く同感であり、地域ブランド戦略

をより効果的、発展的に展開していくためには、

住民自身が理解をし、住民自身が語れる、誇れ

るストーリーや価値観に育てていくことが非常

に重要であると認識をしているところでござい

ます。 



- 131 - 

議長  真嶋実君。 

２番  ありがとうございます。 

  では、③番のところに入りますけれども、現

在推し進められているユキノチカラブランドに

ついて、特産品の商品化、産業振興にとどまら

ず、西和賀町をもっと知ってもらい、西和賀町

に共感を抱いてもらう。今課長のほうからも話

がありましたけれども、消費者に向けた町の外

側への発信にとどまらず、内なる町民がそれぞ

れの立場で互いの違いを認めながら、私たちの

町、西和賀町への自己認証、自らを認め、一体

感を抱くことのできる町になること、その共感

の真ん中にあるような表象、シンボルとして地

域ブランドが求められているのではないかなと

考えます。 

  地域ブランドを我が町西和賀へのアイデンテ

ィティーの核心として育てていく覚悟が今後

10年の基本計画策定に当たって必要、重要では

ないかと考えます。地域ブランドの今後の展開

と、町のさらなる一体感醸成に向けて町長の考

えをお伺いします。 

議長  内記町長。 

町長  お答えいたします。 

  地域ブランド推進に関しての考え方、ただい

まのブランドに関して担当課長から説明、答弁

させていただきましたところでございます。そ

の上で、ユキノチカラをどう位置づけるかとい

うことでお答えさせていただきたいと思います

が、今後の展開を図っていくということに関し

まして大きな可能性を秘めている一方で、課題

もあるのではないかなというふうに思ってはお

ります。 

  ユキノチカラプロジェクトは、ご指摘のとお

り商品開発の過程で生まれてきた取組で、プロ

ジェクト発足から今年で10年となりますが、相

当の成果を上げてきていただいているものと捉

えております。 

  一方で、ご質問、お話等にありました住民の

一体感や愛着心、誇りの醸成といったところま

で至っているかと、ユキノチカラブランドが町

民の間に広く浸透しているとは言い切れないの

ではないかとも感じているところでございます。 

  また、豪雪の町西和賀の住民が実生活におい

ては負担もあり、雪に対して抱いているイメー

ジはどうしてもマイナスにイメージしがちであ

ることはやむを得ないことではありますが、し

かしこの地で暮らしてきた私たちの先達は長い

歴史の中で雪を克服し、雪を利用して雪の恩恵

を享受できるまでになってきたというのも事実

かと思います。ユキノチカラプロジェクトは、

まさにこうした歴史に学んだ取組であり、議員

が言われるようなアイデンティティーの形成に

もつながるのではないかなと思っているところ

でございます。 

  このようなことを踏まえまして次期総合計画

の策定に当たりましては、雪について改めて深

掘りし、ユキノチカラの位置づけについて皆様

とともにご意見を交わしながら、お話をお聞き

しながら取り組んでまいりたいと考えていると

ころでございます。 

議長  真嶋実君。 

２番  ありがとうございます。雪をめぐる町の

ブランドイメージについては、私自身、農協時

代にあったか雪国というブランドの策定に関わ

りまして、そのときの町民への思い、そういう

ものが私としてはユキノチカラが受け継いでく

れたなと思って喜んでいるところであります。 

  その一方で、先日の議論にもあったように、

西和賀町というそのものの町の認知度について、

どうもまだつながり切っていないのではないか

なと危惧するところがございます。町の認知度

については、やはり町民自身がここは、自分の

町は西和賀だという思い、そこから発信がスタ

ートして、全国に西和賀の名前と思いが伝わる

ような戦略が必要ではないかなと思いますので、

ぜひとも町長にはそういうリーダーシップを図

っていただきたいなと思っております。 

  町長は、先ほど再選に向けての決意を表明さ
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れました。十年の計を図る総合計画は、首長選

挙からいうと４年、そして一番最初に、スター

トにありますから、３度の選挙をくぐって生き

残らなければならない計画になります。そうい

う長いスパンの計画に町民の声をいかに組み込

んでいくかということを、お願いと言うといけ

ないですので、考え、どのように考えているか

ということで、質問の形で町長の決意をもう一

度お伺いします。 

議長  内記町長。 

町長  午前中ご質問いただきまして、再選に向

けて挑戦させていただきたいということの話を

させていただきました。そうした思いにありま

すのは、この４年間で、思いとしては西和賀町

をよくしていきたいというところがあって履行

させていただいて、ある程度の共感をいただい

て当選させていただきましたけれども、仕事を

していく中で、よりその思いを具現化していく、

いろいろ材料といいますか、取り組むコンテン

ツを本当にいろいろいただきましたし、それに

向けた町民の方々の長い取組の成果が出てきて

いるなということで、まさにこの成果を生かさ

せていただくことが今後の西和賀町の存続と発

展につながる、今そういう時期だなと、そうい

うときにやはり再度挑戦させていただくことが

必要だろうというふうに考え、述べさせていた

だいたところでございます。 

  一方で、その取組というのがやっぱり明日、

あさっての大事な部分もございますけれども、

中長期的な展望を示して、そしていろいろ取り

組んでいくということが必要だと、その形とし

て総合計画が与えられたというふうに私考えて

おりますので、そういうことでお話をさせてい

ただきました。 

  また、先ほど来ありました総括等については、

やはりその折々で選挙であったり、あるいは議

会におけるいろいろなご質問であったりという

機会がございますので、それはしっかり受け止

めて、世の中もいろいろ同じではございません

ので、その情勢を踏まえながら適宜変えていく

ことはあり得るとは思いますけれども、現時点

で考える方向性は、しっかりそれで示して進ん

でいくことが大事であろうということなどを含

めまして述べさせていただきましたので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

議長  真嶋実君。 

２番  ありがとうございました。 

  それでは、大きな質問４番目になりますけれ

ども、教育方針演述についてお伺いします。教

育方針演述の６ページで、生まれてから15年間

を見通した一貫した教育の推進について述べて

いらっしゃいます。 

  １番、一貫教育については、一般的には小学

校、中学校合わせて９年、あるいは高校まで加

えて12年という捉え方をする例が多いかと思い

ます。今回の方針演述では「15年を通し」と述

べられていることを捉えるとき、私としては子

供、赤ちゃんが誕生してから中学校を卒業する

まで、まさに揺り籠をスタートとして、ゼロ歳

児保育も見据えた意欲的な方針と受け止めさせ

ていただきましたが、教育長の考えをお伺いし

ます。 

議長  教育長。 

教育長 15年間を見通した一貫教育についてお答

えしたいと思います。 

  現在保育所では、幼児期の終わりまでに育っ

てほしい姿として、健康な心と体、それから道

徳性、規範意識の芽生え、数量や図形、標識や

文字などへの関心、感覚、そして豊かな感性と

表現などを掲げています。また、小学校では基

礎的、基本的な知識や技能の習得、それから生

活習慣の確立、働くことに喜びを持つ積極的な

態度、そして助け合い、励まし合う心の育成を

目指しております。また、中学校では主体的に

学ぶ姿勢、筋道を立てて考え、表現する力、自

らの生活や体をつくる調整力、そして社会に貢

献しようとする心などを育む教育を目指してい

るところです。 
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  15年間を見通した一貫した教育とは、それぞ

れが持つ目標の達成に向けて、保育所、小学校、

中学校が連携し合い、児童生徒の様子や身につ

けたい資質、能力を共有し、切れ目のない指導、

支援を目指すもので、保育と小学校のかけ橋期

も含め大切にしたいという考えの下、このよう

な答弁になった次第ですので、その点について

ご理解いただきたいなというふうに思います。 

議長  真嶋実君。 

２番  ありがとうございます。言葉尻を取った

ようなちょっと意地悪な質問になってしまった

ことをおわびしますが、町民からはやはりゼロ

歳児からを含めた保育、そして小、中とつなが

っていくことの期待は多くありますので、なか

なか難しい問題は抱えているかと思いますけれ

ども、そういう思いを受けながら今後とも取り

組んでいただきたいと思います。 

  ②になります。教育の具体的な施策として英

語や理科、体育等の専門性が求められる教科に

触れています。英語教育は、外国語指導助手の

配置など、既にかなりの効果を上げているので

はないかなと考えます。 

  理科教育については、15歳までの中ではあり

ませんが、町として支援している高校における

公営塾で効果を上げているとお聞きします。そ

の上で、さらに初等中等教育において西和賀町

の自然環境を生かした理科教育に特色を見いだ

すことが重要ではないかと思いますけれども、

町には雪国文化研究所があり、そしてまた自然

環境保護活動などに地道に継続的な活動をして

いる団体、人材もいらっしゃいます。そして、

何よりも都市部では経験できない豊かな自然、

農村環境があります。 

  体育の教育においては、総合型地域クラブな

どが今具体化して進められておりますけれども、

そういう体育部分と同様に、こういう自然科学、

場合によっては社会学なども含めてですけれど

も、地域に展開し、教員の負担を軽減させなが

ら、地域に根差した特色ある理科教育を展開す

ることはできないだろうかと思いますけれども、

教育長の考えを伺います。 

議長  教育長。 

教育長 求められる地域に根差した特色ある理科

教育、ほかの教育も同様でしょうけれども、に

ついてお答えしたいと思います。 

  現在町内の小中学校における生活科や、それ

から理科授業では、雪国文化研究所の小野寺氏

を招いたカタクリの自然観察会や、西和賀の地

質、断層などを使った地学の学習、そして防災

につなげる学習など、地域の自然を活用した授

業を積極的に行っております。理科４分野の全

てにおいて活用できるものではありませんけれ

ども、可能な限り身近にある自然を題材にして

授業を展開していくことはとても大切なことだ

と思っております。 

  これからも地域にある植生や植物連鎖などに

関わる学習や、岩石、鉱物や、またいつも話題

になっているカルデラの地層、地質に関わる学

習、併せて天気図と雪国文化研究所が積み重ね

てきた積雪量の相関などというような様々な学

習が考えられますが、西和賀における自然を活

用した授業が展開できるよう、人材も含めた情

報の共有も小中学校として進めてまいりたいな

と思っています。 

  なお、これらの教育を通して、このことは教

員の負担を軽減するという点もありますが、教

員が西和賀の自然について学ぶことは、教員自

身が理科教師として、また理科を担当する者と

してスキルを上げるものとして大切なものだと

思っておりますので、研修にもなると思います

ので、その点についても深めていけたらなとい

うふうに思っているところです。 

議長  真嶋実君。 

２番  私の認識以上にもう既に実践されている

ということを心強く思いました。 

  また、教員のことについては、先生自身がさ

らに学んでいくという深い取組ということで、

敬意を表したいと思います。 
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  その上で発信、ちょっと地味ではないかなと

思いますので、町でこんないい教育をしている

のだということの発信に向けて、今後はさらに

取り組んでいただければなと思います。 

  ３番に入ります。演劇を教育に取り入れるこ

との重要性について考えを伺います。今から30年

以上も前になりますが、現在兵庫県の公立芸術

文化観光専門職大学で学長を務められている平

田オリザ氏を講師に迎えて、ワークショップが

銀河ホールで開催されました。そのときにお話

を伺う機会を得て、非常に心に残っていること

があります。心と体と知恵を結ぶ教育こそがこ

れからの日本の教育に求められていることと説

かれました。論理的に思考する国語力、そして

数学、理科、社会といった、そういう知識教科

ですか、それに健やかな体を養う体育、情緒を

育む音楽や美術、それら異なる専門性を持った

教科を結び合うために最も有効なのが演劇の手

法を教育に取り入れることであると平田オリザ

氏は述べられております。そして、その中にこ

そ希望のある未来を想像できる子供たちの生き

る力が育まれるのだということで、非常に強く

感銘しました。 

  保育、小学校、中学校の再編、そして今生ま

れてから15年間を見通した一貫した教育の推進

という町の教育の一大変革に当たり、演劇とい

う手法を教育に取り込むということの本質的な

意義と可能性について教育長の考えを伺います。 

議長  教育長。 

教育長 15年間を見通した教育の推進という町の

教育の一大変革に当たり、演劇という手法を教

育に取り込むことに対する本質的な意義と可能

性についての考えを述べさせていただきます。 

  議員が質問の中で取り上げていただいた平田

オリザ氏の著書の一冊に「下り坂をそろそろと

下る」という新書があります。そこには随所に

コミュニケーション能力という言葉が出てきま

すし、すなわちそれは非認知能力を育てる可能

性について述べられたものです。そして、小、

中、高等学校や大学等で、また地域づくりで大

きな成果を上げている例なども記載されており、

演劇の有効性がつづられているところです。実

際に演劇活動を学習の特色として県外募集を行

っている学校もあることは事実でございます。 

  現在町の小中学校でも演劇を学習発表会、そ

れから文化祭等で取り上げております。特に中

学校においては、本教育委員会は中学生演劇講

座に取り組んでおり、講師を派遣し、活動を支

援しているところです。演劇を終えた生徒から

ですが、自分の考えを言えるようになってうれ

しかったという感想ももらっています。このよ

うに演劇には児童生徒らに内在する気持ちを表

現できる、また克服したい自分の殻を破るきっ

かけとなる可能性が十分にあるものだと思って

います。 

  ただ、今本町で取り組もうとしている一貫し

た教育の柱は、さきの答弁のとおり専門性が求

められている教科に関わる中学校の先生が小学

校で教える乗り入れ授業や小中で合同で行う行

事であり、西和賀の資源を活用した総合的な探

究の時間の充実を現在第一と考えているところ

です。現在行われている演劇活動は、今後も継

続したいなというふうに考えており、授業であ

るのですけれども、授業を受ける児童生徒はも

ちろん、指導する教員にとってもしっかりとし

た指導体制を構築することがまず第一に優先さ

れると考えておりますので、検討もしておきま

すが、まず今一番大事にしているところは、そ

ういうところであるということでご理解いただ

きたいと思っております。 

議長  真嶋実君。 

２番  ありがとうございます。昨年議会で視察

研修を行った大熊町では、既に演劇的手法によ

る教育を実践しておりました。危機的な少子化

を踏まえ、今後小中学生を他地域から受け入れ

る教育移住を視野に入れるならば、さきにお聞

きした理科教育という特徴のある教科対象に加

えて、教育の基本的な手法として演劇に取り組
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むこと。先ほど教育長から理科教育について、

先生自身が学ぶということがありましたけれど

も、まさに演劇の教育の手法というのは、先生

方が子供たちとどう向き合っていくかというこ

とをさらに一段高めるという方法として非常に

大切な方法かと考えます。 

  西和賀町では、深澤村政を根っことする生命

尊重のまちづくりといったコンセプトもありま

す。今後の町の教育像に重要ではないかと考え

ます。教育長の教育方針演述に熱いものを感じ

て、つい持論ということを展開してしまった感

があることはおわびさせていただきます。その

上で、最後に今日の対話を踏まえて教育長の町

への、教育への思いをさらにお聞かせいただけ

ればうれしいところであります。 

議長  教育長。 

教育長 教育は、社会教育、生涯学習全般に関わ

る中の一つというふうに捉えております。生涯

学習というのは、先ほど来から産業に関わって

も議員がおっしゃるとおり誇りであったり、そ

れから一体感、アイデンティティーの確立とか

ということでとても大事だということですが、

教育についてもまさにそのとおりで、それが柱

になっていくものと考えております。 

  そういう意味で、教育という立場からこの一

体感をどのようにつくっていくかということも

含めながら、教育の面白さや楽しさ、子供たち

の成長を見守っていきたいなというふうに考え

ているところですので、これからもご協力をお

願いしたいなと思っております。 

議長  真嶋実君。 

２番  ありがとうございました。 

  ここの手元に持っているのは、「わたしたちの

西和賀」ということで、小学校３年、４年の社

会科副読本です。私が手元に持っているのは、

実は初版で、平成19年、西和賀町が合併して２

年後に製作されたもので、私がたしか手にした

のは農業塾の一環の中で私が手に入れたかなと

記憶しております。そして、つい先日、教育委

員会に、この副読本、今どうなっているのかと

お聞きしたら、ＰＤＦの形で最新版をいただき

ました。この20年間、町が合併してからの20年

間の変化がその２冊で非常に手に取るように分

かりますし、社会の変動に合わせてこの教材自

体が毎年リニューアル、バージョンアップされ

ているということに驚き、敬意を表しました。

この教材は、ある意味では子供たちだけでなく、

私たち大人が、そして今後の町の基本方針を掲

げるに当たって非常に大切なものではないかな

という思いを持ったということを紹介させてい

ただいて質問を終わりたいと思います。 

議長  以上で真嶋実君の一般質問を終結しま

す。 

  ここで２時20分まで休憩します。 

午後 ２時１０分 休   憩 

午後 ２時２０分 再   開 

議長  休憩を解き会議を再開します。 

  次に、登壇順７番、髙橋宏君の質問を許しま

す。 

  髙橋宏君。 

８番  本定例会最後の一般質問となりました髙

橋宏です。各議員も申されておりますけれども、

今日の昼のニュースで大船渡大規模火災につい

て、避難指示、全解除されました。地域の皆さ

んにとって待望の解除であったと思われます。

しかしながら、亡くなられた方、または自宅や

倉庫をなくされた方もいるとお聞きしておりま

す。お悔やみとお見舞いを申し上げますととも

に、この大規模火災鎮火に向け活動された関係

者の皆様に敬意を表したいと思います。 

  それでは、私の一般質問に入りたいと思いま

す。第２次西和賀町総合計画についてですけれ

ども、令和７年度は西和賀町総合計画後期基本

計画の最終年度となっております。現時点での

成果と課題について、産業領域を中心に具体的

施策についてお伺いしたいと思います。 

  最初に、農業生産基盤の整備という項目につ

いてですけれども、取組の内容の中を拝見いた
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しますと、農地の集積を図って区画整理を行い、

農地の労働生産性向上を図るとあります。基盤

整備の現在進行している工事は、どの地区に幾

つあるのか。 

  ②も同じ質問ですので、併せて同じく現在計

画されている基盤整備は、どの地区に幾つある

のかお伺いいたします。 

議長  内記町長。 

町長  ただいまの質問につきましては、担当課

長から答弁します。 

議長  農林課長。 

農林課長 よろしくお願いいたします。それでは、

ただいまの質問についてです。現在基盤整備が

進行している工事についてお答えをします。 

  現在水田の基盤整備を実施している事業区

は、川舟地区１か所となります。受益面積は、

105.4ヘクタールとなります。工事は、今年度、

令和６年度から工事が開始しております。初年

度、令和６年度は8.53ヘクタールについて事業

を実施しておりました。令和７年度の今現在の

実施計画面積については、現段階で4.1ヘクタ

ールの予定と聞いております。 

  また、現在計画されている基盤整備について

お答えをさせていただきたいと思います。農業

農村整備事業管理計画に、現段階で湯田地区１

か所と沢内地区１か所の計２か所、提出をして

おります。ただ、採択をされたとしても、早く

ても令和15年度からの事業実施となり、令和

13年度からの現地測量調査となるのではないか

と思われております。 

  以上でございます。 

議長  髙橋宏君。 

８番  川舟については、私もいろいろ聞いてい

るのですけれども、105ヘクタール、最終的に。

当初聞いたときには、毎年20町歩ずつ進んで、

５年ほどで完成するのではないかというような

お話もあったのですけれども、今担当課がお話

ししたように最初は８ヘクタール、今年は４ヘ

クタールということで、事業年度もかなりかか

っていくのかなというふうに思っております。

また、現在計画されているところもあるようで

すけれども、令和15年度からということで、こ

れもまた現在行われている川舟の工事の現状を

見ますと、かなり年月がかかる計画ではないか

と思われます。 

  町では、このように農地の集積を図って基盤

整備をして農地の労働生産性の向上を図るとい

うことで、このような事業を進めてきたと思い

ます。ある程度この方向性で今まで、私の地域

もそうですけれども、基盤整備が進んで、生産

性向上も図られた地域が実際あるのも現実です。

しかしながら、これから総合計画の目標として

いく場合には、農地の集積とか区画整理をやる

人、やれる人が少なくなってきて、限界に近づ

いてきているのではないかと思われます。 

  また、今説明があったように、町、国の予算

等でもなかなか事業の進行が、長い年月がかか

ると。そういうことを考えていく場合に、引き

続きこのことを農業生産基盤の整備の大きな目

標として掲げて、これからも推進していく考え

なのかについてお伺いいたします。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えをしたいと思います。 

  議員おっしゃったとおり、当初20ヘクタール

ずつ事業を展開するというような計画、県のほ

うからもそういったご説明があったわけなので

すけれども、結果的に国のほうも財政的な面が

あってだと思います。なかなか進み具合がうま

くいかないと。聞くところによると、特にも西

和賀町での工事となると、北上やら盛岡やらの

あちらよりもかなり経費がかかるそうです。ど

こが何割というのまでは、はっきりは言いませ

んけれども、相当上乗せになるらしいという情

報がございました。ただ、この基盤整備、やっ

ぱり進めていくという方針については、大規模

経営体、大規模農家、大きな機械を活用する農

業者の方々からすれば、やはり大きな区画で仕

事をしていくというのが一番効率的ですし、長
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期的に見ても長続きするのではないかとやっぱ

り考えておりますので、その点については当然

今後も大規模化というか、こういった基盤整備

のことについては方針として進めていくことに

はなると思うのですけれども、ただそういった

大規模ではない小さな農家というのも、農業農

村基本法の中ではそういった人たちの活動につ

いても手当てしていくというようなことが今度

書かれてきておりますので、そういった方向、

小さな農家の方々も仕事をしていきやすいよう

な、いけるような、そういった集積の仕方とい

うか、そういったものも進めていければよいの

ではないかなと考えておりました。 

  以上です。 

議長  髙橋宏君。 

８番  基盤整備自体は本当にいいことなのです

けれども、現状がそのような状況で、私として

は新しい方向性を見いだしていくべきではない

か。今やられている耕地をいかに維持するか、

それすら今の人口減少からすると非常に難しい

と思いますので、いかに現在やれている耕作地

を維持していくかということにもっと重点を置

いた施策を進めるべきだと思うのですけれども、

その点についての考えについてお伺いいたしま

す。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えをしたいと思います。 

  議員おっしゃるとおりでございます。どうし

ても人口減少やら、事業体も大きくするにもな

かなか人手が足りないというような実態もござ

いますので、やはりある程度耕作しやすい場所

とか集積しやすい場所とか、そういったものに

まとめて、特化した形で持続可能な土地の利用

について検討していくことが必要であると考え

ております。 

  以上です。 

議長  髙橋宏君。 

８番  次の質問に移ります。③、用水路におけ

る穴堰の老朽化が目立ってきていると感じてお

ります。埼玉県の下水管事故のように、地表か

ら見えないところにある水路が破損した場合、

その復旧には多大な費用と時間を要するという

ことが今回の事故ではっきりしてきたと思いま

す。事故を未然に防いで長寿命化を図る対策は

取られているのかお伺いいたします。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えします。 

  穴堰の長寿命化対策についてお答えをしたい

と思います。西和賀町内の用水路に係る穴堰に

ついてですけれども、活用されている水路施設

としては、まず旧沢内方面が大部分になります

が、西和賀土地改良区管内として旧沢内地区が

７か所、これは７本という意味ではなくて、穴

堰のある水路が７か所と、旧湯田地区について

はもともと各地区管理となっており、町で確認

できている穴堰を含めて、まず５か所以上は使

用されておるというふうに考えております。も

っとあると思いますけれども。 

  地域からの要望に基づいて、また西和賀土地

改良区様と連携を取り、事業費における町の財

源確保と、それから工事の際、活用できる事業

について検討しながら、必要に応じて対応して

まいりたいと考えております。 

  以上です。 

議長  髙橋宏君。 

８番  今課長おっしゃられたように、私も旧湯

田町のほうは分からなかったのですけれども、

土地改良区さんのほうから聞くと、水路が７か

所で総延長36キロ、そのうちの2.7キロ、約３

キロが隧道となっているということなようです。

受益面積が800町歩で、これが全部耕作されて

いるわけではないのですけれども、水田にとっ

て水というのは大変重要で、もしここが破損し

た場合には大きな面積の耕作ができなくなると

いうことで、農業の生産基盤の整備という中で

は非常に重要だと思います。 

  穴堰点検について、ほかの例えば橋、道路な

んかも未然に防いで、結局工事費を安く済ませ
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るというようなことで対策を取っておられると

思います。地中のことに関しては、なかなか技

術的には難しいと思うのですけれども、今回の

事故で様々新しい技術が出てくるであろうとい

うふうに私は予想しております。 

  このように地中の管に対して事前に点検する

ような技術が現時点であれば、またこれから発

見された場合、もし開発された場合には、いち

早くこの穴堰にも応用すべきと思うのですけれ

ども、その点についての当局の考え方をお伺い

します。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えをしたいと思います。 

  施設の長寿命化についてということになると

思うのですけれども、いずれ道路についてはふ

だんの生活の中でというか、仕事の中で見回り

をしたりとか、あとは各地域からの要望やら報

告に基づいて管理するというような形になって

いますし、橋については一応５年に１度、橋梁

点検ということで点検をしながら長寿命化に努

めているということになっております。 

  地中、要するにこういった穴堰とか、あと管

ですか、穴堰とまでいかなくても地中を通って

いる水路等があるわけですけれども、残念なが

らそういった法的なというか、橋梁点検のよう

なものはちょっと存在しない状況にあります。

穴堰自体もいろいろなタイプがありまして、中

がちゃんとコンクリートで造られているものも

あれば、いつの時代にやったかも、もう地区の

人でも分からないような、そういった洞窟のよ

うな穴堰もございます。 

  いずれそういった中ですけれども、当然使わ

れている方々と連携しながら、情報を密にしな

がら、問題があるようであれば、私ども役場の

ほうとしてもすぐ見に行って状況は確認します

ので、いろいろな情報を町のほうに流していた

だければと思っております。 

  以上です。 

議長  髙橋宏君。 

８番  担当課でも把握していると思うのですけ

れども、穴堰管理については非常に困っている

地域も多く存在しますので、連絡等を密にして、

この修繕等に努めていっていただきたいと思い

ます。 

  ④に入ります。町内最大の米乾燥施設である

農協のＤＡＧの維持が難しくなってきておりま

す。稼働中止になった場合、稲作農家に与える

影響はかなり大きな問題だと考えております。

生産基盤に関わる問題ですけれども、関係機関

との協議は行われているのかお伺いいたします。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えをいたします。 

  米乾燥施設であります花巻農協のＤＡＧセン

ターの利用率が低いことに伴う費用対効果の議

論がされていることについては、担当者レベル

の情報として存じ上げております。 

  ＤＡＧセンターにつきましては、西和賀町の

稲作にとって必要な施設でございます。花巻農

協としても利用率向上を目指し、町内稲作農家

に対してＤＡＧセンター利用のお願い等をして

いくことと、利用拡大につながる対応方法を検

討しているとのことでございます。 

  町としましても、花巻農協と連絡を取りなが

ら対応を協議してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

議長  髙橋宏君。 

８番  米の価格高騰とか様々な要因があって、

特に昨年ＤＡＧの利用率が低くなって、今回こ

のような話が出ているというふうにお聞きして

おります。昨年の農協のＤＡＧの利用率が低い

というのは現実であります。町で整備した施設

ではないのですけれども。ただ、低いとはいえ、

昨年のいわゆる農協での荷受けの重量から予測

というか判定しますと、約80町歩が農協のＤＡ

Ｇ施設で処理されただろうというふうに私は予

測しております。この80町歩、もしＤＡＧの施

設が稼働しないとなると、全部とは言いません

けれども、大規模のところ、あとは前農協で管
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理していたところを高下農産のほうで管理して

いる泉沢とか様々なところに振り分けられるか

もしれないのですけれども、大多数の方はもう

作付を断念するのではないかという現実が私は

あると思います。 

  先ほど言ったように町が整備した施設ではな

いので、直接ということはないかもしれないの

ですけれども、現実に昨年の主食米の作付が

600食弱だと思うのですけれども、そのうちの

80町歩という１割を超えるような面積がこのよ

うな困難なことに直面するかもしれないという

現実は担当課としても予測していると思うので

すけれども、そういう観点からＪＡさん自身の

判断というのはもちろん一番ですけれども、町

としてそういう危機状態にあるということを把

握した場合、やはり積極的に施設維持に向けた

取組について関係機関と協議すべきと思うので

すけれども、このようなことを踏まえた中で重

ねてお伺いしますけれども、町として積極的に

この協議に加わっていくべきと思うのですけれ

ども、その点についてお伺いします。 

議長  農林課長。 

農林課長 ありがとうございます。お答えしたい

と思います。 

  積極的にＤＡＧの維持に向けて町のほうでも

関係を持っていったほうがいいのではないかと

いうことでございますけれども、議員おっしゃ

るとおりだとは思います。ですが、農協さんの

施設だということがまず１点ありますし、あと

は施設として維持していくためにできることと

いうのが利用率を上げるということになると思

いますので、まずその点をＪＡさんとともに進

めていくというか、考えていかなければならな

いと思いますし、あとは今利用されていない、

例えば大規模経営体の方々との連絡調整とか仕

事のやり方の調整とか、そういったものもして

いかなければならなくなるのだろうと思います。 

  いずれなくなったときには、非常に困るのは

間違いございませんので、全くこれは関わらな

いとかそういった話にはならないと思いますの

で、そのような形の中で今後進めて、連絡を取

り合いながら進めてまいりたいと考えておりま

す。 

議長  髙橋宏君。 

８番  それでは、次の質問に移りたいと思いま

す。具体的政策で、（２）番で地域特性を生か

した生産振興及び生産体制の強化という項目の

中でソバ、大豆の生産についてあるのですけれ

ども、午前中に北村議員も質問しておりますけ

れども、大豆、ソバの生産において、５年水張

りということが課題でありました。担当課長言

われたように今分かっているのは、水張りの要

件は求めない。もともと令和８年まで水張りを

しなければ、令和９年から大豆、ソバだけしか

やっていないところは交付金対象にならないと

いうことで、農家ではこれからどうしようとい

うことで、３年ごととはいえ機械の整備等々で

いろいろ対策を練っているときにこのような話

が出てきたということで、特に大豆、ソバの生

産者については大きな影響があると思うのです

けれども、その点について、現時点で町ではど

のように捉えているかお伺いします。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えをしたいと思います。 

  ご質問の５年水張り要件は求めないとの方向

について示されております。これに伴い、ソバ、

大豆の生産においても、当初言われていた令和

８年度までに水張りをしないと交付金の対象か

ら外れることはなくなったものと考えておりま

す。 

  しかしながら、東北農政局からは、水張り要

件を求めないという情報以外の内容については、

今後３月末から４月にかけて国からの方針が出

るのではないかとの説明がございましたので、

今後の国からの説明内容を確認しながら対応し

ていきたいと考えております。 

  以上です。 

議長  髙橋宏君。 
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８番  要件が変わったことについては、予測で

しかないのですけれども、様々な要件、現場か

らの反対意見がというような東北農政局の話も

あったのですけれども、いずれ担当課として様

々な説明を聞く場面が我々よりも早い段階であ

ると思われます。説明を聞いて、我々農家に情

報提供をいち早くしてもらうこともそうなので

すけれども、１か月だけでも水を張るとか、張

らなくてもいいとかというのは、机上の議論で

は簡単だということかもしれないのですけれど

も、現場にとっては非常に影響が大きいことで

すので、こういう現場の混乱を招くような施策

といいますか、こういうことの現実については

情報を得るとともに、県や国に現場の現状とい

うことを伝えていくべきだと思うのですけれど

も、その点について当局の対応を伺います。 

議長  内記町長。 

町長  お答えいたします。 

  そのとおりであると思いますし、そういう覚

悟で情報をお伝えするということをやってきた

と思います。その成果が表れているのではない

かなと。逆と言っているようなのですけれども、

表れたのかなと思います。現に以前、議会の皆

様とともに農林水産省に直接行って訴えさせて

いただいたこともありますので、そのようなこ

とが全国であり、今のようなことになったと思

います。そういうことですので、今後もそうい

う場合には必要に応じて町として取り組めると

ころは取り組んでいきたいと思いますし、一方

で午前中といいますか、ご議論ありましたよう

に、町としてやはりできるだけ左右されないよ

うな面での農政のあり方というのも探りながら

対処していきたいというふうに思っております。 

議長  髙橋宏君。 

８番  ありがとうございます。 

  それでは、②番の花卉生産労働力不足解消に

向けた共同作業体制の整備についてですけれど

も、それについて進行はしているのか、また町

内では外国人労働者を雇用している花卉農家も

見られます。町として受入れ制度の情報提供な

どを行っているのかについてお伺いします。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えをさせていただきます。 

  ご質問の花卉生産労働力不足解消に向けた共

同出荷場、選花場については、以前から花卉組

合、ＪＡが先進地視察をするなど検討してきた

ところですが、町内の花卉農家は後継者など他

の課題が多く、共同出荷場、選花場については

全体的な課題となっていないのが現状と捉えて

おります。花巻農協、花卉組合とどのような方

策があるか、継続し検討していきたいものと考

えております。 

  また、農業分野における外国人労働者につき

ましては、花卉栽培事業者において雇用してい

る例があることは存じ上げております。労働力

不足が叫ばれている中において、外国人労働者

は重要な労働力であると理解しております。町

としても、町外からの人材を活用した労働力確

保には事業者からの要望に基づいた協力をして

いければと考えております。 

  以上です。 

議長  髙橋宏君。 

８番  共同作業所については、ニーズがある一

方で、今課長が言われたように現場では温度差

などがあって、なかなか整備が難しいというの

は私も農家から様々意見を聞いております。 

  一方で、外国人労働者については、もう導入

している方もいるのですけれども、一般農家か

らすると、どこに聞いて、どうすればいいのか

という点もあろうかと思います。様々な関係機

関が存在すると思うのですけれども、それに対

する町として窓口なりを設けて農家に紹介する

というような体制整備について検討されていな

いかお伺いいたします。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えをさせていただきたいと思いま

す。 

  外国人労働者につきましては、町内、花農家



- 141 - 

で２か所ほど雇用されているというような例が

ございます。こういったことについて、町とし

て窓口的なことは考えていないかというご質問

ですけれども、現段階ではそこまではまだ至っ

てはいないというところでございます。どうし

ても雇用する側の都合とか、あとはその環境と

か、そういったものというのがかなり長く雇用

につながるというような部分があるようですの

で、やはり雇用する側の努力というのがすごく

重要視されているようでございます。 

  いずれ何らかの形でこちらに話が来れば、そ

れはそれでこちらとしては分かる範囲でご説明

したり、窓口なりをご紹介したりすることはで

きると思いますので、そのような形で進めてま

いりたいと思っております。 

  以上です。 

議長  髙橋宏君。 

８番  町内では２か所ですけれども、町外では

様々、こういう外国人労働者を受け入れている

ところも数多く見られるようです。様々関係機

関と情報共有して、また農家の現状を見ながら、

そういうところには情報を提供し、相談に乗っ

ていただければと思います。 

  （３）番に入ります。畜産生産基盤の整備に

ついてです。ＹＵＤＡミルクの直営農場の計画

が進行する中、町の生乳確保についてはどのよ

うに取り組んでいくのかについてお伺いいたし

ます。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えをさせていただきます。 

  ＹＵＤＡミルクにおける酪農事業につきまし

ては、昨年８月から事業が開始されております。

またそれとは別に、従来より酪農事業を実施し

ている農家は２戸となっております。それぞれ

経営の形態は違うものとなりますけれども、町

内で事業を展開している酪農事業ということで

ありますので、町としては今後も変わらず支援

を継続していくこととなります。支援の方法に

つきましては、個別の事情に基づいた支援を取

っていければと考えておりました。 

  以上です。 

議長  髙橋宏君。 

８番  ＹＵＤＡミルクさんの計画というのは非

常に大きな計画で、それまでの頭数の倍以上の

頭数の計画でありまして、それは本当に計画ど

おり進めると町内の牛乳生産、非常に伸びてい

くことですので、それに対して町として支援で

きる点で支援していくというのは当然のことと

思います。 

  何にしてもこの計画の推移が一番重要ですけ

れども、私が感じるところだと今お話のあった

残り２件については、今すぐ経営を拡大してい

くというような計画はないのではないかという

ふうに見ているのですけれども、繰り返しにな

りますけれども、町としてはＹＵＤＡミルクさ

んの直営農場がかなり大規模な計画ですので、

そちらを支援しながら、あとは現状の農家には

今までどおりの支援というような形で進んでい

くというような理解でいいのでしょうか。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えさせていただきたいと思います。 

  ＹＵＤＡミルクさんと、まず今現在残ってい

る他の２戸の酪農家ということで、いずれその

経営体、経営規模とか経営している内容がもう

全く違うものになってしまう、同じ酪農ではあ

るのですけれども、経営規模が全然違いますの

で。あとは、経営の仕方というか、片方はまず

会社になりますし、片方は個人ということにな

りますので、先ほども申し上げたのですけれど

も、個別の事情に基づいた支援を取っていけれ

ばというふうに考えております。 

  以上です。 

議長  髙橋宏君。 

８番  ②番のＹＵＤＡミルクの直営農場では、

自給飼料が高騰しているということで、町内か

ら自給飼料確保を目指すというような計画にな

っております。ＹＵＤＡミルクさんほどでなく

ても、現在和牛農家も町内に存在し、同じよう
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に自給飼料を町内から確保したいというような

ことで現在経営しているのですけれども、和牛

農家への自給飼料確保に対する影響はないのか

についてお伺いいたします。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えいたします。 

  和牛農家の自給飼料確保についてですが、現

在町が国から借り上げている草地、それから一

般の組合所有の草地について、町を介して利用

をいただいており、今のところＹＵＤＡミルク

の関係での大きな影響はないものと捉えており

ます。 

  以上です。 

議長  髙橋宏君。 

８番  ちょっと具体的なことになるかもしれな

いのですけれども、町が所有している例えば和

牛農家、長原牧野の乾燥を利用したいという農

家も非常に多くあります。実際長原は、牧野と

しての機能を閉鎖したときに、そういう和牛農

家への飼料を提供するという理念をそのまま継

続していると思うのですけれども、そういうと

ころとか、あとは貝沢のほうに大規模の和牛農

家もあるのですけれども、そういうところのす

み分けについても大きな変化はないのかお伺い

いたします。 

議長  農林課長。 

農林課長 基本的には、まず今までどおりの形で

ご利用いただいたり、あとは使用していただく

というような形を取っておりました。 

  以上です。 

議長  髙橋宏君。 

８番  ③番に入ります。最近町内で羊の飼養頭

数が増加しております。草地利用の観点で、和

牛生産停止後の畜産振興として支援すべきとい

うふうに考えているのですけれども、そのよう

な検討をされているのかお伺いいたします。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えいたします。 

  ご質問の西和賀町内での羊の飼育頭数につい

ては、近年において事業を開始した事業者の方

がおりまして、現在も精力的に活動をされてお

ります。このことにより、町内において新たな

事業者が出てくる可能性についても認識をいた

しております。 

  現段階で羊農家に対して直接の支援は、まだ

行ってはおりませんけれども、他市町村の例や

現状把握に努めまして、今後検討してまいりた

いと考えておりました。 

  以上です。 

議長  髙橋宏君。 

８番  私が様々聞いたところでは、羊の頭数は

親というか、育成含めて60頭以上、今はいるの

ではないかと。生まれた子牛なんかを含めると、

90頭を超えている現状だと思います。他市町村

なんかの例、そしてまた町内の例を見ても、先

ほど言った和牛農家で高齢化になった方が、ど

うしても和牛、子牛でも出荷の頃には300キロ

近い体重になって、なかなか高齢化した場合に

は大変だということで、それでも草地があるか

ら、それは活用したいということで羊に切り替

えるという方が町内にも町外にも見られます。 

  それと、今担当課長言われましたように中心

的になってやっている方が町内に移住してきて

おりまして、かなり専門的知識もあって、今ま

でやっていた方へのアドバイス等もあって、こ

のように増えてきているのではないかなと思っ

ております。新しい産業として生まれつつある

なと思いますし、これから先なのでしょうけれ

ども、いろいろお話があったユキノチカラにな

るのか、あとは様々町の新しい生産物としてい

く可能性が大きいと私は思っております、ふる

さと納税とか。そういう観点で、町として支援

する価値が十分にあるのではないかなというふ

うに思うのですけれども、そういう点で支援す

る、新たな支援というふうな検討はないのでし

ょうか。 

議長  農林課長。 

農林課長 お答えしたいと思います。 
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  羊農家の今後についてということになります

けれども、いずれ議員先ほどおっしゃったとお

り牛を扱うというのが、かなり高齢になってく

るとやっぱり厳しくなってくると。そういった

ときに羊に切り替えてということも当然あると

思いますし、そういったいろいろなパターンの

畜産経営というのも今後はあり得ると考えてお

ります。特に羊の場合だと、牛ほど餌とかそう

いったものについても、また全然量も違います

し、あと使う機械も違ってきますし、いろいろ

な意味でやり方があると思います。そういうこ

とが今後の町の畜産のみならず、先ほどおっし

ゃったようにユキノチカラブランドを活用して

とか、そういったことにまたつながっていくの

であれば、これはやっぱりすばらしいことだと

思いますので、そこら辺を踏まえて必要性を考

えて検討してまいりたいと思います。 

  以上です。 

議長  髙橋宏君。 

８番  産業分野というか、それはまず今の質問

でということで、行政の効率化ということで総

合計画にある点について１つお伺いしたいと思

っております。 

  行政の効率化ということで、職員の人材育成

と定員管理を進める上で、行政職員は今後減少

していくことが予想されております。庁舎を１

つにして行政の効率化を図る必要があると私は

考えます。第３次総合計画には将来庁舎を１つ

にすることを目指すと目標に掲げるべきと思う

のですけれども、町長の見解をお伺いいたしま

す。 

議長  内記町長。 

町長  お答え申し上げます。 

  来年度策定することとしている第３次総合計

画において、将来庁舎を１つにすることを目指

すと目標に掲げるべきとのことでありますが、

私としましては今のところ庁舎を１つにすると

の考えは持っておりません。 

  私が町長に就任したときは、湯田、沢内の庁

舎改修工事が終わりに差しかかった時期でした

ので、物理的には今後両庁舎ともかなりの時間

にわたり庁舎として利用できる状況にあります。 

  ご質問では、効率化の面で１か所において事

務を行うことのほうがよいのではないかという

ことでありますが、情報共有や事務処理などの

点におきましては近年の情報処理技術の向上に

より大きな違いはなくなってきているものとも

思われます。 

  一方、新型コロナウイルス感染症の拡大など

災害時のリスク管理においては、分散型のほう

が組織の機能低下を防げるなどのメリットが挙

げられております。また、一般論的ではありま

すが、地域のにぎわい等、地域づくりの面では

可能な限り各種施設が存在しているほうがよい

のではないかなというような考えを持っており

ます。 

  しかしながら、人口減少を踏まえ将来を見通

した場合、その人口規模に適した庁舎のあり方

が望まれることは否めないことからすると、あ

る時点において統合化の検討は開始しなければ

ならないと思われますが、私としてはまだ早い

のではないかなというふうに考えております。 

  このような点から、次期総合計画において庁

舎を１つにすることを目標とすることを盛り込

む考えは現在のところありませんが、庁舎のあ

り方について皆様において意見を出し合い、議

論をされることは自然なことであると考えてお

りますので、その場合は必要に応じて対処して

いく所存でございます。 

議長  髙橋宏君。 

８番  今町長申されたように改修工事が、危険

性がということで、最初５億円程度から最終的

には７億8,000万円、８億円近いような経費が

かかって行われておりますので、財政的にもす

ぐに庁舎を１つというのは難しいというのは私

も理解いたします。 

  ただ、町では健康センターを大野に建設する

というような話があります。健康福祉課が全て
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そこに移るということになりますと、町民から

すると役場庁舎的機能が３か所に分かれるとい

うふうになっていくと思います。 

  これから様々な町の課題を解決するときには、

課を超えたプロジェクトチームなども必要性が

これから増していくと思います。リモートはリ

モートのよさがあるとは思うのですけれども、

リモートの場合だとある程度自分の考えとかま

とめた中でやると思うのですけれども、いわゆ

る近くにいて話をして、雑談的なものの中から

新しい考えが生まれるということも私はあると

思います。やはり顔の見える、肌と肌が触れ合

うようなところの中で新しい計画が生まれると

いうこともあると思います。 

  またもう一つ、合併して20年を迎えることに

なるのですけれども、世代による差はあるにし

ても、旧湯田町、旧沢内のあつれきはあると私

は感じております。それを払拭するためにも庁

舎を１つにするという目標を掲げた場合、職員

にも町民にも一つになってこの厳しい時代を乗

り越えていこうというような、気持ちが一つに

なるのではないかと。別のことでほかの議員も

言ったのですが、一体感ということで。私は、

この一体感ということでも庁舎を１つにすると

いう目標を掲げてもらうことが町民にとっても

一緒にやっていこうというふうな、そういう方

向に向いていくことだと思うのですけれども、

そういう点も踏まえた中で町長の考えをお伺い

いたします。 

議長  内記町長。 

町長  お答えいたします。 

  先ほど申し上げましたように、庁舎に関して

はいろんな議論があって当然だと思いますし、

今のようなお話も当然かと思います。 

  一体感については、より議論が必要ではない

かなというふうに考えているところでございま

すので、ご理解いただきたいと思います。 

議長  髙橋宏君。 

８番  今日の私の質問で全てが変化していくも

のとは思っておりませんけれども、様々な考え

方の一つの側面だということで、当局には検討

していただいて、よりよい方向を一緒につくっ

ていければと思っております。 

  私の質問は、これで終わりにしたいと思いま

す。ありがとうございました。 

議長  以上で髙橋宏君の一般質問を終結しま

す。 

  これで一般質問を終わります。 

  以上で本日の日程は終了いたしました。 

  明日からは、予算審査特別委員会による審査

を行います。 

  ここで、予算審査特別委員会委員長より、審

査について町民の皆さんに周知してほしい旨の

依頼がありましたので、当職よりお知らせしま

す。 

  審査は、昨年度と同様に、事前に定めた順序

で課ごとに審査を行います。審査日程は、町の

ホームページからダウンロードできますので、

ご利用ください。 

  なお、審査は本会議同様、告知端末放送を行

うほか、議場での傍聴も可能です。 

  なお、お知らせは以上ですが、詳細について

は審査初日に委員長から留意事項の説明がある

と思います。委員各位におかれましては、委員

会日程に従って日程内に審査を終了するよう特

に望んでおきます。 

  これをもって本日は散会します。お疲れさま

でした。 

午後 ３時０５分 散   会 

 


